
目　
　

次

 

ペ
ー
ジ

告　
　
　

示

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

　

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
の
届
出 

（
障
害
福
祉
課
）　
　

一

〇
知
事
指
定
薬
物
の
指
定 

（
薬　

務　

課
）　
　

一

〇
高
度
公
益
機
能
森
林
の
区
域
の
変
更 

（
森
林
整
備
課
）　
　

一

〇
保
安
林
の
指
定
の
解
除 

（　
　

同　
　

）　
　

二

〇
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
の
変
更
の
予
定
（
三
件
） 

（　
　

同　
　

）　
　

二

〇
道
路
の
区
域
変
更
（
二
件
） 

（
道　

路　

課
）　
　

三

〇
道
路
の
供
用
開
始
（
三
件
） 

（　
　

同　
　

）　
　

三

〇
市
街
地
再
開
発
組
合
の
事
業
計
画
変
更
の
認
可 
（
都
市
計
画
課
）　
　

四

〇
建
築
士
免
許
の
取
消
し 
（
建
築
宅
地
課
）　
　

四

公　
　
　

告

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了 

（
建
築
宅
地
課
）　
　

六
 

監
査
委
員

〇
住
民
監
査
請
求
に
係
る
監
査
結
果
の
公
表
（
二
件
） 
七

〇
定
期
監
査
の
結
果
の
公
表 

一
九

〇
行
政
監
査
の
結
果
の
公
表 

二
二

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
百
七
十
二
号

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
を
廃
止
す
る
旨
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

指
定
障
害
福
祉
サ

ー
ビ
ス
の
種
類　

設
置
者
名

廃
止
年
月
日

〇
四
一
一
四
〇
〇
二
九
四

ウ
エ
ッ
ク
東
松
島
ケ
ア

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

東
松
島
市
矢
本
字
大
林

十
四

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

株
式
会
社
ウ
エ

ル
シ
ス
パ
ー
ト

ナ
ー
ズ

平
成
二
十
九
年

二
月
二
十
八
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
七
十
三
号

　

宮
城
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
条
例
第
六
十
九
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
知
事
指
定
薬
物
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

知
事
指
定
薬
物
の
名
称

　

１ 　

化
学
名　

二

－

（
二

－

フ
ル
オ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）

－

三

－

メ
チ
ル
モ
ル
フ
ォ
リ
ン
及
び
そ
の
塩
類
（
通
称
名
：
２

－

Ｆ
Ｐ
Ｍ
）

　

２ 　

化
学
名　

Ｎ

－（
一

－

ア
ダ
マ
ン
チ
ル
）

－

一

－﹇（
テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ

－

二
Ｈ

－

ピ
ラ
ン

－

四

－

イ
ル
）
メ
チ
ル
﹈

－

一
Ｈ

－

イ
ン
ダ
ゾ
ー
ル

－

三

－

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類
（
通
称
名
：
Ａ
ｄ
ａ
ｍ
ａ
ｎ
ｔ
ｙ
ｌ

－

Ｔ
Ｈ

Ｐ
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｃ
Ａ
又
は
Ａ
Ｔ
Ｈ
Ｐ
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｃ
Ａ　

ｉ
ｓ
ｏ
ｍ
ｅ
ｒ　

１
）

　

３ 　

化
学
名　

Ｎ

－（
二

－

ア
ダ
マ
ン
チ
ル
）

－

一

－﹇（
テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ

－

二
Ｈ

－

ピ
ラ
ン

－

四

－

イ
ル
）
メ
チ
ル
﹈

－

一
Ｈ

－

イ
ン
ダ
ゾ
ー
ル

－

三

－

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類
（
通
称
名
：
Ａ
ｄ
ａ
ｍ
ａ
ｎ
ｔ
ｙ
ｌ

－

Ｔ
Ｈ

Ｐ
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｃ
Ａ　

２

－ａ
ｄ
ａ
ｍ
ａ
ｎ
ｔ
ｙ
ｌ　

ｉ
ｓ
ｏ
ｍ
ｅ
ｒ
又
は
Ａ
Ｔ
Ｈ
Ｐ
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｃ
Ａ　

ｉ
ｓ
ｏ
ｍ
ｅ
ｒ　

２
）

二　

指
定
の
理
由

　
 　

中
枢
神
経
系
の
興
奮
若
し
く
は
抑
制
又
は
幻
覚
の
作
用
（
当
該
作
用
の
維
持
又
は
強
化
の
作
用
を
含
む
。）
を
有

す
る
蓋
然
性
が
高
く
、
か
つ
、
人
の
身
体
に
使
用
さ
れ
た
場
合
に
保
健
衛
生
上
の
危
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
た
め
。

三　

指
定
の
効
力
が
生
ず
る
日　

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
五
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
七
十
四
号

　

森
林
病
害
虫
等
防
除
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
高
度
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公
益
機
能
森
林
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
、
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）、
大
河
原
地
方
振
興
事
務
所
、
仙
台
地
方
振
興
事
務
所
、
北
部
地
方
振

興
事
務
所
、
北
部
地
方
振
興
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所
、
東
部
地
方
振
興
事
務
所
、
東
部
地
方
振
興
事
務
所
登
米
地
域

事
務
所
及
び
気
仙
沼
地
方
振
興
事
務
所
に
お
い
て
こ
れ
を
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
百
七
十
五
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

宮
城
郡
七
ケ
浜
町
湊
浜
字
弁
天
八
四
の
四
、
八
六
の
三
、
字
砂
場
一
〇
の
三

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

飛
砂
の
防
備

三　

解
除
の
理
由

　
　

道
路
用
地
と
す
る
た
め

〇
宮
城
県
告
示
第
百
七
十
六
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ

た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

石
巻
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　

㈡ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林

整
備
課
）
及
び
石
巻
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
百
七
十
七
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ

た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

登
米
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

水
源
の
涵か

ん

養

三　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　

㈡ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林

整
備
課
）
及
び
登
米
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
百
七
十
八
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ

た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日
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宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

登
米
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　

㈡ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林

整
備
課
）
及
び
登
米
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
百
七
十
九
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東

部
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

道　

路　

名　

河
北
桃
生
線

三　

道
路
の
区
域変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

備　
　

考

　

Ｂ
前　

　

Ｃ
　

六
・
五
〜

 

二
〇
・
〇

二
、
二
一
一
・
四
　

上
記
Ａ
、
Ｂ

及
び
Ｃ
は
、
関

係
図
面
に
表
示

す
る
敷
地
の
区

石
巻
市
針
岡
字
新
町
二
四
番
一
地
先
か
ら

同
市
福
地
字
国
土
四
四
番
一
地
先
ま
で

　

六
・
五
〜

 

二
〇
・
〇

二
、
二
一
九
・
五

後
Ａ
　

六
・
五
〜

 

二
〇
・
七

二
、
一
七
六
・
八

分
を
い
う
。

〇
宮
城
県
告
示
第
百
八
十
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
仙

台
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

道　

路　

名　

岩
沼
海
浜
緑
地
線

三　

道
路
の
区
域変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

備　
　

考

岩
沼
市
下
野
郷
字
浜
二
四
三
番
三
四
地
先
か

ら同
市
下
之
郷
字
浜
二
四
三
番
一
六
地
先
ま
で

前
Ａ

一
〇
・
〇
〜

 

二
五
・
七

五
〇
〇
・
〇
　

上
記
Ａ
及
び

Ｂ
は
、
関
係
図

面
に
表
示
す
る

敷
地
の
区
分
を

い
う
。

　

Ａ
後　

　

Ｂ

一
〇
・
〇
〜

 

二
五
・
七

五
〇
〇
・
〇

　

六
・
五
〜

 

八
・
五

四
九
三
・
〇

〇
宮
城
県
告
示
第
百
八
十
一
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東

部
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

河
北
桃
生
線

石
巻
市
針
岡
字
新
町
二
四
番
一
番
地
先
か
ら

同
市
福
地
字
国
土
四
四
番
一
地
先
ま
で

平
成
二
十
九
年

 

二
月
二
十
七
日
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〇
宮
城
県
告
示
第
百
八
十
二
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
気

仙
沼
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

大
島
浪
板
線

気
仙
沼
市
三
ノ
浜
一
三
番
一
地
先
か
ら

同
市
小
々
汐
一
〇
六
番
一
三
地
先
ま
で

平
成
二
十
九
年

 

二
月
二
十
四
日

 

午
前
十
時

〇
宮
城
県
告
示
第
百
八
十
三
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
仙

台
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

岩
沼
海
浜
緑

地
線

岩
沼
市
下
野
郷
字
浜
二
四
三
番
三
四
地
先
か
ら

同
市
下
之
郷
字
浜
二
四
三
番
一
六
地
先
ま
で

平
成
二
十
九
年

 

二
月
二
十
四
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
八
十
四
号

　

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
市
街
地
再
開
発

組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

組
合
の
名
称

　
　

海
岸
通
一
番
二
番
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二　

事
業
施
行
期
間

　
　

平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
六
日
か
ら
平
成
三
十
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

三　

施
行
地
区

　

 　

塩
竈
市
海
岸
通
一
番
の
一
部
、
二
十
六
番
、
三
十
三
番
、
三
十
四
番
、
三
十
五
番
、
三
十
六
番
、
三
十
七
番
、
三

十
九
番
一
、
三
十
九
番
二
、
四
十
番
一
、
四
十
一
番
、
四
十
三
番
、
四
十
四
番
一
、
四
十
五
番
一
、
四
十
六
番
一
、

四
十
七
番
二
、
四
十
八
番
一
、
四
十
九
番
一
、
四
十
九
番
三
、
五
十
番
一
、
五
十
一
番
一
、
五
十
二
番
一
、
六
十
七

番
、
六
十
八
番
、
六
十
九
番
、
七
十
番
、
七
十
一
番
、
七
十
二
番
、
七
十
三
番
、
八
十
二
番
、
八
十
六
番
、
八
十
七

番
、
八
十
八
番
、
八
十
九
番
、
九
十
番
、
九
十
一
番
、
九
十
二
番
、
九
十
三
番
、
九
十
四
番
、
九
十
五
番
、
九
十
六

番
、
九
十
七
番
二
、
百
一
番
、
百
二
番
、
百
四
番
、
百
五
番
、
百
六
番
、
百
七
番
、
百
八
番
、
百
九
番
、
百
十
番
、

百
十
一
番
、
百
十
二
番
、
百
十
三
番
、
百
十
四
番
、
百
十
五
番
、
百
十
七
番
、
百
十
八
番
、
百
十
九
番
、
百
二
十
番
、

百
二
十
一
番
、
百
二
十
二
番
、
百
二
十
三
番
、
百
二
十
四
番
、
百
二
十
五
番
、
百
二
十
七
番
、
百
二
十
八
番
、
百
三

十
二
番
、
百
三
十
三
番
、
百
三
十
四
番
、
百
三
十
五
番
、
百
三
十
六
番
、
百
三
十
七
番
、
百
三
十
八
番
、
百
三
十
九

番
、
百
四
十
二
番
、
百
四
十
四
番
、
百
四
十
五
番
、
百
四
十
六
番
、
百
五
十
四
番
、
百
五
十
五
番
、
百
五
十
八
番
一

の
一
部
、
二
百
番
一
の
一
部
及
び
三
・
三
・
百
三
十
二
号
一
国
幹
線
の
一
部

四　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

塩
竈
市
海
岸
通
三
番
十
号

五　

設
立
認
可
の
年
月
日

　
　

平
成
二
十
七
年
五
月
十
九
日

六　

変
更
の
内
容

　
　

事
業
施
行
期
間
の
終
期
を
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
に
変
更
す
る
。

七　

変
更
認
可
の
年
月
日

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
八
十
五
号

　

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
建
築
士
の
免
許
を

取
り
消
し
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

免
許
取
消
年
月
日

氏　
　

名

一
級
建
築
士
、
二

級
建
築
士
又
は
木

造
建
築
士
の
別

登
録
番
号

免
許
取
消
し
の
理
由

平
成
二
十
九
年
二
月
十

五
日

吉
川　

福
三

二
級
建
築
士

第
二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め
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平
成
二
十
九
年
二
月
十

五
日

渡
辺　

勝

二
級
建
築
士

第
六
十
二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
二
月
十

五
日

遠
藤　

勝
雄

二
級
建
築
士

第
八
十
七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
二
月
十

五
日

瀧
川　

庄
治

郎

二
級
建
築
士

第
百
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
二
月
十

五
日

村
上　

栄
吉

二
級
建
築
士

第
百
四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
二
月
十

五
日

佐
藤　

竹
松

二
級
建
築
士

第
百
九
十
五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
二
月
十

五
日

豊
田　

豪

二
級
建
築
士

第
二
百
十
二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
二
月
十

五
日

宍
戸　

勝
重

二
級
建
築
士

第
二
百
十
五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
二
月
十

五
日

佐
藤　

丹
藏

二
級
建
築
士

第
二
百
十
八
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
二
月
十

五
日

大
友　

通

二
級
建
築
士

第
二
百
六
十
六
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
二
月
十

五
日

川
田　

己
三

郎

二
級
建
築
士

第
三
百
二
十
一
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
二
月
十

五
日

吉
田　

謙

二
級
建
築
士

第
三
百
二
十
五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
二
月
十

五
日

安
斉　

貞
雄

二
級
建
築
士

第
三
百
五
十
五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
二
月
十

五
日

角
張　

重
次

郎

二
級
建
築
士

第
三
百
八
十
一
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
二
月
十

五
日

千
葉　

末
藏

二
級
建
築
士

第
四
百
六
十
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
二
月
十

五
日

高
橋　

興
茂

治

二
級
建
築
士

第
四
百
六
十
五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
二
月
十

五
日

黄
川
田　

忠

吾

二
級
建
築
士

第
四
百
八
十
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
二
月
十

五
日

藤
原　

長
徳

二
級
建
築
士

第
五
百
三
十
五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
二
月
十

五
日

瀬
戸　

稔

二
級
建
築
士

第
六
百
三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
二
月
十

五
日

郷
古　

勝

二
級
建
築
士

第
六
百
十
四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
二
月
十

五
日

高
橋　

一
郎

二
級
建
築
士

第
六
百
十
六
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
二
月
十

五
日

小
沢　

夛
喜

治

二
級
建
築
士

第
六
百
三
十
六
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
二
月
十

五
日

高
野　

栄
之

助

二
級
建
築
士

第
七
百
四
十
一
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
二
月
十

五
日

阿
部　

要

二
級
建
築
士

第
七
百
六
十
八
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
二
月
十

五
日

村
上　

芳
松

二
級
建
築
士

第
八
百
五
十
七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
二
月
十

五
日

藤
田　

助
治

二
級
建
築
士

第
九
百
十
一
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
二
月
十

五
日

千
葉　

吉
巳

二
級
建
築
士

第
九
百
二
十
四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
二
月
十

五
日

庄
子　

喜
佐

久

二
級
建
築
士

第
九
百
二
十
七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
二
月
十

五
日

柴
田　

春
藏

二
級
建
築
士

第
九
百
七
十
六
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
二
月
十

五
日

相
澤　

春
吉

二
級
建
築
士

第
千
三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
二
月
十

五
日

佐
々
木　

廣

美

二
級
建
築
士

第
千
五
十
二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
二
月
十

五
日

宍
戸　

剛

二
級
建
築
士

第
千
百
十
二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
二
月
十

五
日

昆
野　

巳
吉

二
級
建
築
士

第
千
百
二
十
六
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
二
月
十

五
日

斉
藤　

千
吉

二
級
建
築
士

第
千
百
三
十
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
二
月
十

五
日

佐
々
木　

千

賀
治

二
級
建
築
士

第
千
百
六
十
五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
二
月
十

五
日

阿
部　

養
助

二
級
建
築
士

第
千
二
百
二
十
六

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
二
月
十

五
日

佐
藤　

清
文

二
級
建
築
士

第
千
二
百
四
十
八

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
二
月
十

五
日

工
藤　

友
助

二
級
建
築
士

第
千
二
百
五
十
七

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
二
月
十

五
日

伊
東　

武

二
級
建
築
士

第
千
三
百
四
十
四

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
二
月
十

五
日

清
野　

寛
二

郎

二
級
建
築
士

第
千
三
百
九
十
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
二
月
十

五
日

遊
佐　

勇

二
級
建
築
士

第
千
四
百
十
五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め
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平
成
二
十
九
年
二
月
十

五
日

熱
海　

航

二
級
建
築
士

第
千
五
百
二
十
二

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
二
月
十

五
日

大
沼　

勝
治

二
級
建
築
士

第
千
六
百
十
七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
二
月
十

五
日

中
澤　

多
吉

二
級
建
築
士

第
千
七
百
二
十
四

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
二
月
十

五
日

荒
木　

喜
代

吉

二
級
建
築
士

第
千
九
百
四
十
四

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
二
月
十

五
日

千
葉　

藤
四

郎

二
級
建
築
士

第
二
千
十
三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
二
月
十

五
日

太
田　

修
也

二
級
建
築
士

第
二
千
十
四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
二
月
十

五
日

只
野　

萬

二
級
建
築
士

第
二
千
十
七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
二
月
十

五
日

鈴
木　

権
三

郎

二
級
建
築
士

第
二
千
七
十
一
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
二
月
十

五
日

佐
藤　

軍
記

二
級
建
築
士

第
二
千
九
十
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
二
月
十

五
日

半
田　

栄
作

二
級
建
築
士

第
二
千
百
五
十
一

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
二
月
十

五
日

高
橋　

勝
治

二
級
建
築
士

第
二
千
百
五
十
九

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
二
月
十

五
日

武
藏　

岩
吉

二
級
建
築
士

第
二
千
二
百
六
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
二
月
十

五
日

永
窪　

喜
久

衛

二
級
建
築
士

第
二
千
二
百
七
十

七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
二
月
十

五
日

及
川　

己
太

郎

二
級
建
築
士

第
二
千
二
百
九
十

六
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
二
月
十

五
日

小
山　

勝
兵

衛

二
級
建
築
士

第
二
千
四
百
二
十

四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
二
月
十

五
日

熊
谷　

初

二
級
建
築
士

第
二
千
五
百
三
十

八
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
二
月
十

五
日

熊
谷　

俊
雄

二
級
建
築
士

第
二
千
五
百
五
十

八
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
二
月
十

五
日

大
藤　

辰
藏

二
級
建
築
士

第
二
千
五
百
八
十

一
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
二
月
十

五
日

千
葉　

正

二
級
建
築
士

第
二
千
六
百
六
十

五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
二
月
十

五
日

鈴
木　

利
吉

二
級
建
築
士

第
二
千
六
百
七
十

三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
二
月
十

五
日

村
上　

熊
雄

二
級
建
築
士

第
二
千
七
百
十
八

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
二
月
十

五
日

山
尾　

一
弥

二
級
建
築
士

第
二
千
八
百
九
十

四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
二
月
十

五
日

菅
野　

秀
松

二
級
建
築
士

第
二
千
九
百
二
十

三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
二
月
十

五
日

多
田　

常
男

二
級
建
築
士

第
二
千
九
百
七
十

二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
二
月
十

五
日

高
山　

高
治

二
級
建
築
士

第
三
千
百
三
十
九

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
二
月
十

五
日

堀
越　

運
吾

二
級
建
築
士

第
三
千
九
百
二
十

三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
二
月
十

五
日

菅
野　

信
夫

二
級
建
築
士

第
四
千
百
九
十
三

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

公　
　
　

告

〇
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
五
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
市

計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
二
項
の
許
可
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
次
の
開
発
区
域

（
工
区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
字
伊
里
前
七
十
一
番
二
、
七
十

一
番
四
、
七
十
一
番
五
、
七
十
一
番
六
、
七
十
一
番
七
、

九
十
七
番
、
百
番
二
、
百
三
番
二
、
百
五
番
二
、
百
十
二

番
、
七
十
一
番
一
の
一
部
、
七
十
二
番
の
一
部
、
七
十
三

番
の
一
部
、
七
十
四
番
の
一
部
、
七
十
五
番
の
一
部
、
七

十
六
番
の
一
部
、
七
十
九
番
二
の
一
部
、
八
十
一
番
三
の

一
部
、
八
十
二
番
の
一
部
、
八
十
三
番
三
の
一
部
、
八
十

五
番
の
一
部
、
九
十
一
番
の
一
部
、
九
十
二
番
の
一
部
、

九
十
三
番
一
の
一
部
、
九
十
五
番
の
一
部
、
九
十
六
番
一

の
一
部
、
九
十
六
番
二
の
一
部
、
百
番
の
一
部
、
百
番
一

の
一
部
、
百
六
十
三
番
一
の
一
部
、
百
六
十
三
番
二
の
一

部
、
八
十
一
番
三
地
先
の
道
の
一
部
、
百
十
二
番
地
先
の
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二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

道
の
一
部
、
九
十
六
番
一
地
先
の
水
の
一
部
、
百
番
一
地

先
の
水
の
一
部
（
一
工
区
、
二
工
区
）

 

南
三
陸
町　
　
　
　
　
　
　
　
　

監
査
委
員

　
　
　
　
 　
こ
れ
は
宮
城
県
議
会
政
務
活
動
費
の
手
引
（
以
下
「
手
引
き
」
と
い
う
。）
６
ペ
ー
ジ
，
政
務
活
動
費
を

充
当
す
る
の
に
適
し
な
い
例
に
記
載
の
あ
る
「
選
挙
活
動
へ
の
支
出
は
政
務
活
動
費
を
充
当
す
る
の
に
適
し

な
い
」「
後
援
会
活
動
へ
の
支
出
は
政
務
活
動
費
を
充
当
す
る
の
に
適
し
な
い
」
に
該
当
し
不
当
だ
と
考
え

ま
す
。

　
　
　
②
 　
手
引
き
７
ペ
ー
ジ
，
⑶
会
費
と
し
て
支
出
す
る
の
に
適
し
な
い
例
に
は
「
個
人
の
立
場
で
加
入
し
て
い
る

団
体
な
ど
に
対
す
る
会
費
等
」
と
記
載
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
中
に
は
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
や
ロ
ー
タ
リ
ー
ク

ラ
ブ
等
の
会
費
も
適
さ
な
い
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
一
般
社
団
法
人
実
践
倫
理
宏
正
会
は
多
く

の
参
加
者
が
集
う
活
動
を
行
っ
て
お
り
地
域
住
民
の
声
を
聞
く
場
に
成
り
え
る
側
面
も
あ
り
ま
す
が
，
同
様

の
機
会
が
あ
る
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
や
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
等
の
会
費
へ
の
支
出
を
適
さ
な
い
と
し
て
い
る

の
で
実
践
倫
理
宏
正
会
の
入
会
金
及
び
会
費
前
納
金
の
支
払
に
政
務
活
動
費
を
支
出
す
る
こ
と
は
不
当
と
考

え
ま
す
。

　
　
　
③
 　
平
成
27年
12月
12日

に
開
催
さ
れ
た
「
不
忘
の
詩
コ
ン
サ
ー
ト
」
は
添
付
の
別
紙
に
あ
る
と
お
り
ク
ラ

シ
ッ
ク
音
楽
を
聴
く
，
不
忘
の
詩
を
歌
唱
す
る
等
の
コ
ン
サ
ー
ト
イ
ベ
ン
ト
で
す
。

　
　
　
　
 　
こ
の
イ
ベ
ン
ト
の
入
場
料
に
政
務
活
動
費
を
充
当
す
る
こ
と
は
手
引
き
６
ペ
ー
ジ
，
政
務
活
動
費
を
充
当

す
る
の
に
適
し
な
い
例
に
記
載
の
あ
る
「
私
的
経
費
へ
の
支
出
は
政
務
活
動
費
を
充
当
す
る
の
に
適
し
な

い
」
の
・
私
的
用
務
に
よ
る
観
光
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
，
旅
行
に
該
当
し
不
当
だ
と
考
え
ま
す
。

　
　
・
　
そ
の
結
果
ど
の
よ
う
な
損
害
が
県
に
生
じ
て
い
る
か

　
　
　
　
政
務
活
動
費
に
て
支
払
い
が
さ
れ
て
お
り
ま
す
。（
合
計
金
額
7,000円

）

　
　
・
　
ど
の
よ
う
な
措
置
を
求
め
る
か

　
　
　
 　
鎌
田
さ
ゆ
り
議
員
に
対
し
不
当
に
支
払
わ
れ
た
政
務
活
動
費
の
返
還
を
求
め
ま
す
。
ま
た
，
政
務
活
動
費
の

管
理
監
督
責
任
の
あ
る
会
派
み
や
ぎ
県
民
の
声
，
県
議
会
議
長
，
宮
城
県
知
事
か
ら
鎌
田
さ
ゆ
り
議
員
に
対
し

不
当
に
支
払
わ
れ
た
政
務
活
動
費
の
返
還
命
令
を
出
し
て
頂
く
よ
う
求
め
ま
す
。

　
 　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年
法
律
第
67号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
242条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
別
紙
事
実
証

明
書
を
添
え
必
要
な
措
置
を
請
求
し
ま
す
。

第
４
　
監
査
委
員
の
辞
退
及
び
請
求
の
受
理
等

　
１
 　
齋
藤
正
美
監
査
委
員
及
び
坂
下
賢
監
査
委
員
に
つ
い
て
は
，
本
件
監
査
を
辞
退
し
た
い
旨
の
申
出
が
あ
り
，
両

監
査
委
員
は
，
本
件
監
査
に
携
わ
っ
て
い
な
い
。

　
２
 　
本
件
監
査
請
求
は
，
法
第
242条

第
１
項
及
び
第
２
項
で
定
め
る
所
定
の
要
件
を
具
備
し
て
い
る
も
の
と
認
め
，

こ
れ
を
受
理
し
た
。

第
５
　
監
査
の
実
施

　
１
　
監
査
の
対
象
事
項

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
3
号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号
）
第
242条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
本
住
民
監
査
請
求
に
つ
い
て
，
同
条
第

４
項
の
規
定
に
基
づ
き
監
査
し
た
結
果
（
平
成
29年
２
月
14日
付
け
で
請
求
人
に
通
知
）
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　
平
成
29年
２
月
24日

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
工
　
　
藤
　
　
鏡
　
　
子
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
成
　
　
田
　
　
由
 加
 里
　
　
　

第
１
　
請
求
の
あ
っ
た
日
 

　
　
　
平
成
28年
12月
16日

第
２
　
請
求
人

　
　
　
（
省
略
）

第
３
　
措
置
請
求
の
内
容

　
　
　
で
き
る
限
り
措
置
請
求
書
の
原
文
に
即
し
て
記
載
す
る
。

　
１
　
請
求
の
要
旨

　
　
・
　
だ
れ
が

　
　
　
　
宮
城
県
県
議
会
会
派
み
や
ぎ
県
民
の
声
・
鎌
田
さ
ゆ
り
議
員

　
　
・
　
い
つ
，
ど
の
よ
う
な
財
務
会
計
行
為
を
行
っ
た
か

　
　
　
①
　
平
成
27年
12月
６
日

　
　
　
　
　
桜
井
充
議
員
を
応
援
す
る
自
治
体
議
員
の
会
準
備
会
会
費
の
支
払
に
政
務
活
動
費
を
充
当
し
た

　
　
　
②
　
平
成
28年
１
月
26日

　
　
　
　
 　
一
般
社
団
法
人
実
践
倫
理
宏
正
会
の
入
会
金
及
び
会
費
前
納
金
の
支
払
に
政
務
活
動
費
か
ら
支
出
し
た

　
　
　
③
　
平
成
27年
12月
12日

　
　
　
　
　
不
忘
の
詩
コ
ン
サ
ー
ト
の
入
場
料
に
政
務
活
動
費
を
充
当
し
た

　
　
・
　
違
法
又
は
不
当
な
理
由

　
　
　
①
 　
平
成
28年
７
月
に
参
議
院
議
員
選
挙
を
控
え
た
時
期
で
あ
り
，
そ
の
選
挙
へ
立
候
補
す
る
こ
と
が
容
易
に

予
測
で
き
る
現
職
議
員
を
応
援
す
る
組
織
の
準
備
を
す
る
活
動
は
広
義
的
な
選
挙
活
動
も
し
く
は
立
候
補
予

定
者
の
後
援
会
活
動
だ
と
判
断
で
き
ま
す
。
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２
　
関
係
人
（「
み
や
ぎ
県
民
の
声
」
会
長
）
に
対
す
る
調
査
結
果

　
　
 　
「
み
や
ぎ
県
民
の
声
」
会
長
に
対
し
，
政
務
活
動
費
充
当
の
審
査
・
確
認
方
法
や
請
求
人
の
主
張
に
対
す
る
見

解
を
文
書
に
よ
り
調
査
し
た
。
で
き
る
限
り
回
答
書
の
原
文
に
即
し
て
記
載
す
る
。

　
　
⑴
　
政
務
活
動
費
充
当
の
審
査
・
確
認
方
法
に
つ
い
て

　
　
　
　
貴
会
派
所
属
議
員
の
政
務
活
動
費
充
当
に
つ
い
て
，
ど
の
よ
う
な
審
査
・
確
認
を
行
っ
て
い
ま
す
か
。

　
　
　
（
回
答
）

　
　
　
 　
会
派
に
お
い
て
は
，
政
務
活
動
費
経
理
責
任
者
と
会
計
担
当
事
務
員
で
チ
ェ
ッ
ク
し
，
問
題
の
可
能
性
の
あ

る
経
理
に
つ
い
て
は
，
当
該
議
員
に
差
し
戻
し
，
検
討
し
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
そ
の
後
，
幹
事
長
が
，

確
認
を
し
て
お
り
ま
す
。

　
　
⑵
　
措
置
請
求
書
で
請
求
人
が
主
張
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て

　
　
　
イ
 　
鎌
田
さ
ゆ
り
議
員
が
，
桜
井
充
議
員
を
応
援
す
る
自
治
体
議
員
の
会
準
備
会
会
費
の
支
払
に
政
務
活
動
費

を
充
当
し
た
こ
と
に
つ
い
て
，
請
求
人
の
主
張
に
対
し
，
貴
会
派
と
し
て
ど
の
よ
う
に
考
え
ま
す
か
。（
請

求
人
の
主
張
部
分
省
略
，
第
３
－
１
－
①
参
照
）

　
　
　
　
（
回
答
）

　
　
　
　
 　
桜
井
充
参
議
院
議
員
か
ら
国
の
政
策
や
情
報
を
い
た
だ
き
，
自
治
体
議
員
か
ら
は
，
議
員
に
地
域
の
課
題

等
を
伝
え
，
国
政
及
び
県
政
に
反
映
し
て
い
く
た
め
の
活
動
で
あ
り
，
政
務
活
動
費
と
し
て
の
計
上
は
妥
当

で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
ロ
 　
鎌
田
さ
ゆ
り
議
員
が
，
一
般
社
団
法
人
実
践
倫
理
宏
正
会
の
入
会
金
及
び
会
費
前
納
金
の
支
払
に
政
務
活

動
費
を
充
当
し
た
こ
と
に
つ
い
て
，
請
求
人
の
主
張
に
対
し
，
貴
会
派
と
し
て
ど
の
よ
う
に
考
え
ま
す
か
。

（
請
求
人
の
主
張
部
分
省
略
，
第
３
－
１
－
②
参
照
）

　
　
　
　
（
回
答
）

　
　
　
　
 　
こ
れ
ま
で
に
も
，
前
職
議
員
の
計
上
例
も
有
り
，
県
政
の
教
育
分
野
等
の
意
見
交
換
が
行
わ
れ
る
こ
と
か

ら
政
務
活
動
費
と
し
て
の
計
上
は
妥
当
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
 　
な
お
，
個
人
の
資
格
で
入
会
す
る
要
件
に
つ
い
て
は
，
今
後
会
派
と
し
て
精
査
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え

ま
す
。

　
　
　
ハ
 　
鎌
田
さ
ゆ
り
議
員
が
，
不
忘
の
詩
コ
ン
サ
ー
ト
の
入
場
料
に
政
務
活
動
費
を
充
当
し
た
こ
と
に
つ
い
て
，

請
求
人
の
主
張
に
対
し
，
貴
会
派
と
し
て
ど
の
よ
う
に
考
え
ま
す
か
。（
請
求
人
の
主
張
部
分
省
略
，
第
３

－
１
－
③
参
照
）

　
　
　
　
（
回
答
）

　
　
　
　
 　
元
白
石
市
長
川
井
貞
一
氏
と
三
枝
成
彰
氏
に
よ
る
，
不
忘
山
に
墜
落
し
た
米
軍
機
か
ら
平
和
を
訴
え
る
不

戦
の
決
意
を
訴
え
る
取
り
組
み
の
対
談
で
あ
り
，
県
会
議
員
と
し
て
取
り
組
む
課
題
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
政

　
　
 　
請
求
人
が
摘
示
し
て
い
る
，
平
成
27年
12月
６
日
の
桜
井
充
議
員
を
応
援
す
る
自
治
体
議
員
の
会
準
備
会
会

費
，
平
成
28年
１
月
26日
の
一
般
社
団
法
人
実
践
倫
理
宏
正
会
の
入
会
金
及
び
会
費
並
び
に
平
成
27年
12月
12日

の
不
忘
の
詩
コ
ン
サ
ー
ト
の
入
場
料
に
つ
い
て
の
政
務
活
動
費
に
係
る
鎌
田
さ
ゆ
り
議
員
の
支
出
が
，
宮
城
県
議

会
に
お
け
る
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
（
平
成
16年
宮
城
県
条
例
第
38号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。），

宮
城
県
議
会
に
お
け
る
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
（
平
成
16年

宮
城
県
議
会
訓
令
甲
第
３

号
。
以
下「
条
例
施
行
規
程
」と
い
う
。）及

び
手
引
き
で
定
め
る
政
務
活
動
費
を
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
範
囲（
以

下
「
使
途
基
準
」
と
い
う
。）
に
違
反
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
監
査
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

　
２
　
監
査
対
象
箇
所
等

　
　
 　
知
事
の
補
助
執
行
者
と
し
て
平
成
27年
度
の
政
務
活
動
費
の
会
派
等
へ
の
交
付
の
事
務
を
行
っ
た
議
会
事
務
局

を
監
査
対
象
箇
所
と
し
た
。

　
　
 　
ま
た
，
政
務
活
動
費
に
係
る
収
支
報
告
書
及
び
証
拠
書
類
等
の
調
査
を
行
う
と
と
も
に
，
鎌
田
さ
ゆ
り
議
員
及

び
「
み
や
ぎ
県
民
の
声
」
会
長
を
，
法
第
199条

第
８
項
の
規
定
に
よ
る
関
係
人
と
し
て
調
査
を
実
施
し
た
。

　
３
　
請
求
人
に
よ
る
証
拠
の
提
出
及
び
陳
述

　
　
 　
法
第
242条

第
６
項
の
規
定
に
基
づ
く
請
求
人
に
よ
る
証
拠
の
提
出
及
び
陳
述
は
，
請
求
人
か
ら
そ
の
機
会
を

辞
退
す
る
旨
の
意
思
表
示
が
あ
っ
た
た
め
，
実
施
し
な
か
っ
た
。

第
６
　
監
査
の
結
果

　
１
　
政
務
活
動
費
充
当
事
実
の
確
認

　
　
 　
監
査
対
象
箇
所
で
あ
る
議
会
事
務
局
職
員
か
ら
の
聴
取
り
及
び
関
係
書
類
調
査
の
結
果
，
鎌
田
さ
ゆ
り
議
員
に

係
る
平
成
27年
12月
６
日
，
平
成
27年
12月
12日
及
び
平
成
28年
１
月
26日
の
政
務
活
動
費
の
支
出
に
つ
い
て
，

次
の
と
お
り
確
認
し
た
。

支
払
月
日

充
当
金
額

支
　
払
　
先

算
　
出
　
根
　
拠

備
　
　
　
考

支
払
金
額
按
分
率
金
　
　
額

Ｈ
27. 12. ６

2,000円
桜
井
充
後
援
会
会

長
　
刀
根

2,000円
100%

2,000円
桜
井
充
議
員
を
応
援
す

る
自
治
体
議
員
の
会
準

備
会
会
費

Ｈ
27. 12. 12

3,000円
不
忘
の
詩
コ
ン
サ

ー
ト
実
行
委
員
会

3,000円
100%

3,000円
不
忘
の
詩
コ
ン
サ
ー
ト

入
場
券

Ｈ
28. １

. 26
3,000円

一
般
社
団
法
人
実

践
倫
理
宏
正
会

3,000円
100%

3,000円
入
会
金
600円

，
会
費

前
納
金
2,400円

28. １
月
分
～
28. 12

月
分

合
　
計

8,000円
8,000円

8,000円
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を
い
た
し
ま
し
た
。

　
４
　
政
務
活
動
費
充
当
額
の
一
部
返
還
事
実
の
確
認

　
　
 　
１
「
政
務
活
動
費
充
当
事
実
の
確
認
」
の
表
の
う
ち
，
平
成
27年
12月
６
日
付
け
支
払
に
係
る
桜
井
充
議
員
を

応
援
す
る
自
治
体
議
員
の
会
準
備
会
会
費
の
2,000円

及
び
平
成
28年
１
月
26日

付
け
支
払
に
係
る
一
般
社
団
法

人
実
践
倫
理
宏
正
会
の
入
会
金
・
会
費
の
3,000円

に
つ
い
て
，
平
成
29年
１
月
30日

付
け
で
収
支
報
告
書
が
修

正
さ
れ
，
同
年
２
月
１
日
に
返
還
，
同
日
付
け
で
県
が
収
納
し
た
こ
と
を
議
会
事
務
局
関
係
書
類
及
び
宮
城
県
財

務
総
合
管
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
確
認
し
た
。

第
７
　
判
断

　
　
 　
政
務
活
動
費
は
，
法
第
100条

第
14項

及
び
第
15項

の
規
定
を
受
け
，
条
例
及
び
条
例
施
行
規
程
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
交
付
さ
れ
て
お
り
，
財
務
会
計
を
適
正
に
執
行
し
，
不
適
正
な
場
合
に
是
正
を
求
め
る
こ
と
は
知
事

の
責
務
で
あ
る
。

　
　
 　
法
が
条
例
等
の
定
め
に
委
ね
る
政
務
活
動
費
に
つ
い
て
は
，
政
務
活
動
が
執
行
機
関
に
対
す
る
監
視
機
能
を
果

た
す
た
め
の
活
動
と
し
て
の
性
格
を
帯
び
て
い
る
こ
と
も
あ
り
，
基
本
的
に
議
会
の
自
律
を
尊
重
し
，
議
会
自
ら

が
適
正
な
運
用
を
図
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
，
会
派
等
に
よ
る
政
務
活
動
費
の
支
出
が
明
ら

か
に
不
適
正
で
あ
る
場
合
を
除
き
，
知
事
は
，
議
長
の
判
断
を
尊
重
す
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
　
 　
ま
た
，
会
派
又
は
議
員
の
政
務
活
動
は
，
県
政
全
般
に
及
び
，
そ
の
調
査
研
究
そ
の
他
の
活
動
の
対
象
，
方
法

も
広
範
か
つ
多
岐
に
わ
た
る
も
の
で
あ
り
，
手
段
方
法
及
び
内
容
の
選
択
に
当
た
っ
て
は
，
会
派
又
は
議
員
の
自

主
性
及
び
自
律
性
を
尊
重
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
会
派
又
は
議
員
の
広
範
な
裁
量
的
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い

る
。

　
　
 　
条
例
第
２
条
に
定
め
る
別
表
及
び
条
例
施
行
規
程
が
定
め
て
い
る
使
途
基
準
の
内
容
は
，
法
第
100条

第
14項

に
い
う
「
議
員
の
調
査
研
究
そ
の
他
の
活
動
に
資
す
る
た
め
の
必
要
な
経
費
」
を
具
体
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
手

引
き
に
つ
い
て
は
，
条
例
及
び
条
例
施
行
規
程
に
明
確
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
，
法

規
範
性
を
有
す
る
も
の
と
ま
で
は
言
え
な
い
が
，
条
例
を
補
完
す
る
指
針
と
し
て
適
切
に
運
用
さ
れ
る
べ
き
も
の

と
し
て
，
政
務
活
動
費
の
対
象
外
と
な
る
経
費
や
，
諸
手
続
な
ど
を
規
定
し
て
お
り
，
具
体
的
支
出
の
使
途
基
準

適
合
性
の
判
断
に
当
た
っ
て
よ
り
所
と
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
解
し
て
監
査
を
実
施
し
，
判
断
を
行
っ
た
も

の
で
あ
る
。

　
　
 　
調
査
の
対
象
と
な
る
事
項
は
，
法
及
び
条
例
を
踏
ま
え
て
県
議
会
が
定
め
た
手
引
き
に
規
定
す
る
使
途
基
準
に

違
反
し
た
政
務
活
動
費
の
充
当
が
行
わ
れ
た
か
否
か
で
あ
る
。

　
　
 　
し
た
が
っ
て
，
確
認
さ
れ
た
事
実
を
使
途
基
準
に
照
ら
し
て
，
支
出
に
係
る
会
派
又
は
議
員
の
判
断
に
客
観
的

な
合
理
性
が
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
，「
議
員
の
調
査
研
究
及
び
そ
の
他
の
活
動
」
と
し
て
の
必
要

性
・
適
法
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
ず
，
知
事
に
，
返
還
請
求
の
勧
告
を
行
う
。

務
活
動
費
と
し
て
の
計
上
は
妥
当
で
あ
り
ま
す
。

　
３
　
関
係
人
（
鎌
田
さ
ゆ
り
議
員
）
に
対
す
る
調
査
結
果

　
　
 　
鎌
田
さ
ゆ
り
議
員
に
対
し
，
請
求
人
の
主
張
に
対
す
る
見
解
を
文
書
に
よ
り
調
査
し
た
。
で
き
る
限
り
回
答
書

の
原
文
に
即
し
て
記
載
す
る
。

　
　
⑴
 　
桜
井
充
議
員
を
応
援
す
る
自
治
体
議
員
の
会
準
備
会
会
費
の
支
払
に
政
務
活
動
費
を
充
当
し
た
こ
と
に
つ
い

て
，請
求
人
の
主
張
に
対
し
，ど
の
よ
う
に
考
え
ま
す
か
。（
請
求
人
の
主
張
部
分
省
略
，第
３
－
１
－
①
参
照
）

　
　
　
（
回
答
）

　
　
　
 　
政
務
活
動
費
充
当
妥
当
と
判
断
し
計
上
い
た
し
ま
し
た
。
平
成
27年
12月
６
日
に
開
か
れ
た
当
該
会
で
は
，

選
挙
対
策
の
会
議
，
打
合
せ
と
は
異
な
り
，
県
内
自
治
体
議
員
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
け
る
課
題
を
桜
井

氏
に
伝
え
，
桜
井
氏
か
ら
は
国
の
補
助
制
度
の
活
用
の
た
め
の
周
知
や
地
方
議
員
側
の
情
報
不
足
等
の
指
摘
を

受
け
ま
し
た
。
自
治
体
議
員
側
か
ら
は
，
特
に
，
医
療
等
の
社
会
福
祉
分
野
の
地
域
間
格
差
の
問
題
点
の
指
摘

が
あ
り
，
鎌
田
は
河
川
整
備
や
教
育
分
野
等
，
入
札
不
調
に
よ
る
公
的
整
備
の
遅
れ
は
，
人
・
モ
ノ
・
お
金
の

東
京
集
中
の
影
響
が
あ
り
深
刻
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
伝
え
，
全
体
と
し
て
情
報
交
換
・
意
見
交
換
の
会
で
あ
っ

た
と
認
識
し
て
い
ま
す
。

　
　
⑵
 　
一
般
社
団
法
人
実
践
倫
理
宏
正
会
の
入
会
金
及
び
会
費
前
納
金
の
支
払
に
政
務
活
動
費
を
充
当
し
た
こ
と
に

つ
い
て
，
請
求
人
の
主
張
に
対
し
，
ど
の
よ
う
に
考
え
ま
す
か
。（
請
求
人
の
主
張
部
分
省
略
，
第
３
－
１
－

②
参
照
）

　
　
　
（
回
答
）

　
　
　
 　
政
務
活
動
費
充
当
妥
当
と
判
断
し
計
上
い
た
し
ま
し
た
。
ま
ず
，
計
上
に
あ
た
り
前
職
県
議
の
計
上
事
例
を

も
と
に
参
考
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
加
え
て
，
当
該
会
の
入
会
に
つ
い
て
は
，
県
議
と
し
て
入
会
し
て

い
る
こ
と
，
事
務
所
等
に
お
い
て
県
政
の
教
育
分
野
へ
の
ご
意
見
を
お
聴
き
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
計
上
妥
当

の
判
断
を
い
た
し
ま
し
た
。

　
　
⑶
 　
不
忘
の
詩
コ
ン
サ
ー
ト
の
入
場
料
に
政
務
活
動
費
を
充
当
し
た
こ
と
に
つ
い
て
，
請
求
人
の
主
張
に
対
し
，

ど
の
よ
う
に
考
え
ま
す
か
。（
請
求
人
の
主
張
部
分
省
略
，
第
３
－
１
－
③
参
照
）

　
　
　
（
回
答
）

　
　
　
 　
政
務
活
動
費
充
当
妥
当
と
判
断
し
計
上
い
た
し
ま
し
た
。
平
成
27年
12月
12日

に
開
催
さ
れ
た
当
該
行
事

は
，
私
的
用
務
に
よ
る
観
光
・
レ
ク
レ
ー
シ
ョ
ン
，
旅
行
に
は
該
当
し
ま
せ
ん
。
記
録
簿
に
記
載
の
と
お
り
，

元
白
石
市
長
川
井
貞
一
氏
と
三
枝
成
彰
氏
に
よ
る
対
談
の
聴
講
が
目
的
で
し
た
。
終
戦
当
時
，
宮
城
県
内
白
石

の
地
域
で
，
実
際
に
起
き
た
不
戦
に
向
け
た
住
民
の
行
為
・
運
動
の
継
承
は
白
石
地
域
に
と
ど
ま
ら
せ
ず
，
宮

城
県
民
の
多
く
が
共
有
し
て
然
る
べ
き
歴
史
上
の
事
実
で
あ
る
こ
と
を
認
識
さ
せ
ら
れ
た
機
会
で
し
た
。
よ
っ

て
，
こ
の
聴
講
は
県
議
と
し
て
地
域
の
県
民
運
動
，
教
育
分
野
で
生
か
す
べ
き
課
題
と
捉
え
計
上
妥
当
の
判
断
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調
 査
 研
 究
 費

研
　
　
修
　
　
費

手
引
き
Ⅱ
－

３
－
⑴
経
費

と
内
容
②
政

務
活
動
費
の

運
用
に
つ
い

て
の
考
え
方

p. ５

・
 所
属
議
員
も
含
む
こ
と
と
し
，
議
員
が
主

体
的
に
行
う
会
派
の
活
動
に
対
す
る
支
援

を
行
う
こ
と
も
可
能
と
す
る
（
他
の
経
費

に
つ
い
て
も
同
じ
）。

・
 「地
方
行
財
政
等
」
の
「
等
」
に
は
国
政

に
関
す
る
事
項
な
ど
も
含
む
も
の
で
あ
る
。

・
 「調
査
研
究
（
視
察
を
含
む
。）」
と
し
，

調
査
研
究
の
た
め
の
視
察
も
含
む
こ
と
を

明
確
に
し
た
。

・
 調
査
委
託
に
は
，
外
部
の
研
究
機
関
等
に

対
す
る
委
託
と
会
派
構
成
議
員
に
対
す
る

委
託
が
含
ま
れ
る
。

・
 「（
共
同
開
催
を
含
む
。）」
と
は
，
会
派
と

会
派
，
会
派
と
団
体
（
企
業
・
学
校
），

会
派
と
個
人
な
ど
が
想
定
さ
れ
る
。

・
  会
派
が
開
催
主
体
と
な
る
場
合
の
会
費
に

は
共
催
団
体
等
へ
の
分
担
金
，
年
会
費
等

を
含
む
。

・
 会
派
が
開
催
主
体
と
な
る
研
修
に
視
察
が

含
ま
れ
て
い
な
い
の
は
，
基
本
的
に
は
調

査
研
究
費
で
対
応
す
る
こ
と
を
想
定
し
た

こ
と
に
よ
る
。

・
 団
体
等
が
開
催
す
る
研
修
会
等
に
会
派
が

参
加
す
る
場
合
に
は
，
研
修
に
伴
い
実
施

さ
れ
る
視
察
も
対
象
と
な
る
こ
と
を
明
確

に
し
た
。

・
 研
修
は
個
人
と
し
て
の
資
質
向
上
に
資
す

る
も
の
で
あ
り
，
代
理
に
馴
染
ま
な
い
と

一
般
的
に
考
え
ら
れ
る
が
，
職
員
自
身
の

資
質
向
上
が
会
派
の
政
策
立
案
等
に
反
映

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
，
会
派
の
雇
用

す
る
職
員
の
参
加
を
明
文
化
し
た
。

・
 「研
修
会
，
講
演
会
等
」
の
「
等
」
に
は
，

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
，
セ
ミ
ナ
ー
，
講
座
な
ど

を
含
む
も
の
で
あ
る
。

　
　
 　
同
「
⑵
政
務
活
動
費
を
充
当
す
る
の
に
適
し
な
い
例
」
に
お
い
て
，
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

手
引
き
Ⅱ
－

３
－
⑵
政
務

活
動
費
を
充

当
す
る
の
に

適
し
な
い
例

p. ６

◇
　
政
党
活
動
へ
の
支
出
は
政
務
活
動
費
を
充
当
す
る
の
に
適
し
な
い
。

　
例
）
・
　
党
大
会
へ
の
出
席

　
　
　
・
　
県
連
（
政
党
等
）
活
動

　
　
　
・
　
政
党
構
成
員
と
し
て
招
待
さ
れ
た
式
典
，
会
合
へ
の
出
席

　
　
　
・
　
政
党
の
広
報
紙
，
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
，
ビ
ラ
等
の
印
刷
，
発
送
等
の
経
費

　
　
　
・
　
政
党
組
織
の
事
務
所
の
設
置
維
持
経
費
（
人
件
費
を
含
む
）

　
　
　
・
　
党
大
会
賛
助
金
，
党
大
会
参
加
費
，
党
大
会
参
加
旅
費
等

　
　
　
・
 　
政
党
の
役
員
経
費
（
専
従
役
員
に
対
す
る
給
与
，
各
種
手
当
等
）
等
政
党
の
経

費
◇
　
選
挙
活
動
へ
の
支
出
は
政
務
活
動
費
を
充
当
す
る
の
に
適
し
な
い
。

　
例
）
・
 　
衆
・
参
議
院
選
挙
や
首
長
・
地
方
議
員
選
挙
等
に
当
た
っ
て
の
各
種
団
体
へ
の

　
　
 　
そ
れ
以
外
の
場
合
は
，
請
求
に
理
由
が
な
い
と
判
断
す
る
。

　
　
 　
以
上
の
よ
う
な
観
点
に
立
っ
て
判
断
し
た
結
果
を
以
下
に
記
載
す
る
。

　
　
 　
県
が
支
出
し
た
平
成
27年
度
の
政
務
活
動
費
に
係
る
会
派
の
支
出
の
中
の
鎌
田
さ
ゆ
り
議
員
に
交
付
さ
れ
た
政

務
活
動
費
の
う
ち
，
請
求
人
が
指
摘
し
て
い
る
平
成
27年
12月
６
日
付
け
支
払
に
係
る
桜
井
充
議
員
を
応
援
す
る

自
治
体
議
員
の
会
準
備
会
会
費
の
2,000円

及
び
平
成
28年
１
月
26日

付
け
支
払
に
係
る
一
般
社
団
法
人
実
践
倫

理
宏
正
会
の
入
会
金
・
会
費
の
3,000円

に
つ
い
て
は
，
収
支
報
告
書
の
修
正
手
続
を
経
て
全
額
返
還
さ
れ
た
こ

と
に
よ
り
，
違
法
又
は
不
当
な
支
出
と
い
う
事
実
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　
 　
し
た
が
っ
て
，
平
成
27年
12月
12日
付
け
支
払
に
係
る
「
不
忘
の
詩
コ
ン
サ
ー
ト
」
の
入
場
料
に
つ
い
て
，
以

下
判
断
す
る
。

　
　
 　
入
場
料
に
係
る
経
費
に
つ
い
て
は
，
条
例
第
２
条
第
２
項
に
お
い
て
，「
政
務
活
動
費
は
，
別
表
に
定
め
る
政

務
活
動
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
」と
定
め
，別
表
で
は
以
下
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

調
 査
 研
 究
 費

研
　
　
修
　
　
費

条
例
第
２
条

別
表

会
派
又
は
議
員
が
行
う
県
の
事
務
，
地
方
行

財
政
等
に
関
す
る
調
査
研
究
（
視
察
を
含

む
。）
及
び
調
査
委
託
に
要
す
る
経
費

１
 　
会
派
又
は
議
員
が
行
う
研
修
会
，
講
演

会
等
の
実
施
（
共
同
開
催
を
含
む
。）
に

要
す
る
経
費

２
 　
団
体
等
が
開
催
す
る
研
修
会
（
視
察
を

含
む
。），
講
演
会
等
へ
の
議
員
及
び
会
派

又
は
議
員
の
雇
用
す
る
職
員
の
参
加
に
要

す
る
経
費

　
　
 　
手
引
き
で
は
，「
Ⅱ
　
政
務
活
動
費
交
付
の
実
務
」，「
３
政
務
活
動
費
を
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
経
費
の
範
囲
」，

「
⑴
経
費
と
内
容
」，「
①
条
例
第
２
条
別
表
と
主
な
例
」
に
お
い
て
，
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

調
 査
 研
 究
 費

研
　
　
修
　
　
費

手
引
き
Ⅱ
－

３
－
⑴
経
費

と
内
容
①
条

例
第
２
条
別

表
と
主
な
例

p. ４

資
料
印
刷
費
，
委
託
費
，
文
書
通
信
費
，
交

通
費
，
宿
泊
費
等

１
 　
会
場
費
，
機
材
借
上
費
，
講
師
謝
金
，

会
費
，
文
書
通
信
費
，
交
通
費
，
宿
泊
費

等
２
 　
研
修
参
加
費
，
文
書
通
信
費
，
交
通
費
，

宿
泊
費
等

　
　
 　
同
「
②
政
務
活
動
費
の
運
用
に
つ
い
て
の
考
え
方
」
に
お
い
て
，
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。
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と
の
不
条
理
さ
を
再
認
識
」
と
し
て
い
る
。

　
　
 　
「
不
忘
の
詩
コ
ン
サ
ー
ト
」
の
題
名
に
な
っ
て
い
る
「
不
忘
の
詩
」
は
，
先
の
大
戦
の
終
戦
間
際
に
蔵
王
連
峰

不
忘
山
等
に
米
軍
爆
撃
機
３
機
が
墜
落
し
た
史
実
を
基
に
，「
憲
法
九
条
を
守
る
首
長
の
会
」
と
い
う
団
体
を
結

成
し
て
活
動
し
て
い
る
川
井
貞
一
氏
が
作
詞
し
た
曲
で
あ
る
。

　
　
 　
平
成
27年
12月
12日
に
行
わ
れ
た
「
不
忘
の
詩
コ
ン
サ
ー
ト
」
は
，
第
一
部
に
題
名
と
は
関
係
の
薄
い
楽
曲
の

演
奏
も
あ
る
も
の
の
，
第
二
部
と
し
て
，「
不
忘
の
詩
と
憲
法
９
条
」
と
題
し
て
，
同
氏
と
「
不
忘
の
詩
」
を
作

曲
し
た
三
枝
成
彰
氏
に
よ
る
，
平
和
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
の
対
談
と
「
不
忘
の
詩
」
歌
唱
が
組
ま
れ
て
い
る
。

　
　
 　
ま
た
，
催
し
全
体
の
題
名
と
し
て
「
不
忘
の
詩
」
を
冠
し
て
い
る
こ
と
か
ら
，
全
体
と
し
て
平
和
を
考
え
る
催

し
で
あ
り
，
講
演
会
あ
る
い
は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
類
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

　
　
 　
手
引
き
Ⅱ
－
３
－
⑴
－
「
②
政
務
活
動
費
の
運
用
に
つ
い
て
の
考
え
方
」
に
お
い
て
，
条
例
別
表
「
研
修
費
」

の
内
容
の
「『
研
修
会
，
講
演
会
等
』
の
『
等
』
に
は
，
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
，
セ
ミ
ナ
ー
，
講
座
な
ど
を
含
む
も
の

で
あ
る
。」
と
し
て
い
る
。

　
　
 　
し
た
が
っ
て
，「
不
忘
の
詩
コ
ン
サ
ー
ト
」
は
，
政
務
活
動
費
の
対
象
で
あ
る
条
例
別
表
「
研
修
費
」
の
「
研

修
会
，
講
演
会
等
」
に
該
当
す
る
。

　
　
 　
な
お
，「
不
忘
の
詩
」
と
の
関
係
が
薄
い
楽
曲
の
演
奏
等
で
あ
る
第
一
部
は
，「
研
修
会
，
講
演
会
等
」
に
は
当

た
ら
な
い
か
ら
政
務
活
動
費
の
充
当
に
お
い
て
除
外
す
る
べ
き
と
す
る
考
え
方
も
あ
り
得
る
。

　
　
 　
し
か
し
な
が
ら
，
第
一
部
に
参
加
せ
ず
，
第
二
部
だ
け
に
参
加
し
た
場
合
も
入
場
料
は
割
引
さ
れ
る
も
の
で
は

な
く
，
入
場
料
全
額
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
対
談
の
聴
講
と
い
う
政
務
活
動
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る

こ
と
か
ら
，
全
体
を
不
可
分
の
も
の
と
し
て
，
全
額
に
政
務
活
動
費
を
充
当
し
た
こ
と
が
不
適
当
で
あ
っ
た
と
は

言
え
な
い
。

　
　
 　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
本
件
入
場
料
の
支
払
に
政
務
活
動
費
を
充
当
す
る
こ
と
が
違
法
ま
た
は
不
当
で
あ
る
と
は

言
え
な
い
。

　
　
 　
よ
っ
て
，
請
求
人
の
主
張
に
は
理
由
が
な
い
の
で
棄
却
す
る
。

付
　
言

　
 　
政
務
活
動
自
体
は
議
員
個
人
の
問
題
意
識
に
基
づ
き
自
由
な
活
動
が
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
，
一
方
で
そ
れ
ら

に
政
務
活
動
費
を
充
当
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
，
原
資
が
公
金
で
あ
る
以
上
，
一
定
の
制
約
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を

え
な
い
。
各
議
員
が
政
務
活
動
費
充
当
の
妥
当
性
に
つ
い
て
，
県
民
に
対
し
説
明
責
任
を
果
た
す
こ
と
が
求
め
ら
れ

る
。

　
 　
議
会
改
革
推
進
会
議
に
お
い
て
，
政
務
活
動
費
に
係
る
様
々
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
中
で
，
県
民
に
疑
念
を
抱

か
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
，「
会
費
」
等
の
使
途
基
準
の
一
層
の
明
確
化
に
努
め
る
と
と
も
に
制
度
の
趣
旨
に
則
り
，

政
務
活
動
費
が
適
正
に
執
行
さ
れ
る
よ
う
議
会
を
挙
げ
て
取
り
組
む
こ
と
を
期
待
す
る
。

　
　
　
　
支
援
依
頼
活
動
，
選
挙
ビ
ラ
作
成

　
　
　
・
 　
上
記
以
外
の
選
挙
関
係
に
係
る
経
費
，
選
挙
活
動
費
（
公
認
推
薦
料
，
陣
中
見

舞
い
等
）

◇
　
後
援
会
活
動
へ
の
支
出
は
政
務
活
動
費
を
充
当
す
る
の
に
適
し
な
い
。

　
例
）
・
　
後
援
会
の
広
報
紙
，
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
，
ビ
ラ
等
の
印
刷
，
発
送
等
の
経
費

　
　
　
・
　
後
援
会
活
動
と
し
て
の
報
告
会
等
の
開
催
経
費

◇
　
私
的
経
費
へ
の
支
出
は
政
務
活
動
費
を
充
当
す
る
の
に
適
し
な
い
。

　
例
）
・
 　
団
体
役
員
や
経
営
者
と
し
て
の
資
格
な
ど
個
人
と
し
て
の
社
会
的
地
位
に
よ
り

招
待
さ
れ
た
式
典
，
会
合
へ
の
出
席

　
　
　
・
 　
慶
弔
餞
別
費
等
（
病
気
見
舞
い
，
香
典
，
祝
金
，
餞
別
，
寸
志
，
中
元
，
歳
暮

等
の
費
用
，
慶
弔
電
報
，
年
賀
状
等
時
候
の
挨
拶
状
の
購
入
ま
た
は
印
刷
等
の
経

費
）

　
　
　
・
　
冠
婚
葬
祭
な
ど
の
出
席
（
葬
儀
，
結
婚
式
，
祭
祀
・
祭
礼
等
）

　
　
　
・
　
宗
教
活
動
（
檀
家
総
代
会
，
報
恩
講
，
宮
参
り
等
）

　
　
　
・
　
私
的
用
務
に
よ
る
観
光
，
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
，
旅
行

　
　
　
・
　
親
睦
会
，
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
等
へ
の
参
加
の
た
め
の
経
費

　
　
 　
請
求
人
は
，「
不
忘
の
詩
コ
ン
サ
ー
ト
」は「

ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
を
聴
く
，不
忘
の
詩
を
歌
唱
す
る
等
の
コ
ン
サ
ー

ト
イ
ベ
ン
ト
」
で
あ
り
，
手
引
き
Ⅱ
－
３
－
⑵
政
務
活
動
費
を
充
当
す
る
の
に
適
し
な
い
例
に
掲
げ
る
「
私
的
用

務
に
よ
る
観
光
，
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
，
旅
行
」
に
当
た
る
と
し
て
い
る
。

　
　
 　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
，「
み
や
ぎ
県
民
の
声
」
は
，
第
６
の
２
⑵
ハ
の
調
査
結
果
に
お
い
て
，「
元
白
石
市
長
川

井
貞
一
氏
と
三
枝
成
彰
氏
に
よ
る
，
不
忘
山
に
墜
落
し
た
米
軍
機
か
ら
平
和
を
訴
え
る
不
戦
の
決
意
を
訴
え
る
取

組
の
対
談
で
あ
り
，
県
会
議
員
と
し
て
取
り
組
む
課
題
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
政
務
活
動
費
と
し
て
の
計
上
は
妥
当
」

で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
　
 　
鎌
田
さ
ゆ
り
議
員
は
，
第
６
の
３
⑶
の
調
査
結
果
に
お
い
て
，「
記
録
簿
に
記
載
の
と
お
り
，
元
白
石
市
長
川

井
貞
一
氏
と
三
枝
成
彰
氏
に
よ
る
対
談
の
聴
講
が
目
的
で
し
た
。
終
戦
当
時
，
宮
城
県
内
白
石
の
地
域
で
，
実
際

に
起
き
た
不
戦
に
向
け
た
住
民
の
行
為
・
運
動
の
継
承
は
白
石
地
域
に
と
ど
ま
ら
せ
ず
，
宮
城
県
民
の
多
く
が
共

有
し
て
然
る
べ
き
歴
史
上
の
事
実
で
あ
る
こ
と
を
認
識
さ
せ
ら
れ
た
機
会
で
し
た
。
よ
っ
て
，
こ
の
聴
講
は
県
議

と
し
て
地
域
の
県
民
運
動
，
教
育
分
野
で
生
か
す
べ
き
課
題
と
捉
え
計
上
妥
当
の
判
断
を
い
た
し
ま
し
た
」
と
し

て
い
る
。

　
　
 　
ま
た
，
平
成
29年
１
月
23日
付
け
で
，
当
初
の
「
政
務
活
動
費
収
支
報
告
書
」
に
添
付
漏
れ
が
あ
っ
た
と
し
て
，

「
不
忘
の
詩
コ
ン
サ
ー
ト
」
入
場
料
へ
の
政
務
活
動
費
充
当
に
関
し
て
の
「
政
務
活
動
実
績
報
告
書
（
政
務
活
動

記
録
簿
）」
が
県
議
会
議
長
に
提
出
さ
れ
た
が
，
こ
の
「
政
務
活
動
実
績
報
告
書
（
政
務
活
動
記
録
簿
）」
で
は
，

活
動
目
的
を
「
立
憲
・
平
和
主
義
，
不
戦
の
尊
さ
に
つ
い
て
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
視
聴
の
た
め
」
と
し
，
活
動
内
容

を
「
前
白
石
市
長
川
井
貞
一
氏
と
映
画
音
楽
作
曲
家
三
枝
成
彰
氏
の
対
談
シ
ン
ポ
を
視
聴
。
紛
争
に
介
入
す
る
こ
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按
分
の
考
え
方
に
は
「
事
務
所
職
員
を
政
務
活
動
に
従
事
さ
せ
て
い
る
場
合
，
政
務
活
動
に
従
事
す
る
平
均
時

間
，
日
数
等
で
按
分
す
る
。
な
お
，
日
誌
等
で
の
勤
務
時
間
の
実
態
に
よ
り
，
そ
れ
に
見
合
う
人
件
費
を
支
出

す
べ
き
と
考
え
る
が
，
季
節
，
政
務
活
動
に
従
事
す
る
内
容
に
よ
っ
て
バ
ラ
ツ
キ
が
あ
る
の
で
，
負
担
割
合
を

２
分
の
１
以
内
と
す
る
考
え
も
あ
る
」「
政
務
活
動
専
従
職
員
，
議
員
個
人
が
政
務
活
動
の
た
め
に
雇
用
し
た

職
員
は
全
額
充
当
で
き
る
が
，
勤
務
実
態
の
把
握
な
ど
慎
重
な
取
り
扱
い
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。」
と
あ
り
ま

す
が
，
完
全
に
専
従
で
は
な
い
事
は
上
記
の
と
お
り
平
成
27年
４
月
の
領
収
書
等
添
付
票
で
記
載
が
あ
り
，
ま

た
勤
務
内
容
に
つ
い
て
も
前
述
の
添
付
票
に
一
方
的
な
記
載
し
か
な
く
，
そ
の
勤
務
実
態
を
証
明
出
来
て
お
ら

ず
，
90％
の
按
分
率
は
不
当
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

　
　
　
 　
し
か
も
こ
の
人
件
費
は
全
て
日
本
共
産
党
宮
城
県
委
員
会
（
以
下
「
日
本
共
産
党
県
委
員
会
」
と
い
う
。）

へ
支
払
い
が
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
一
般
的
に
人
材
派
遣
や
業
務
委
託
契
約
は
経
済
活
動
・
利
益
活
動
と
し
て
行

わ
れ
る
も
の
で
す
か
ら
日
本
共
産
党
は
利
益
を
受
け
取
っ
て
い
る
と
推
定
さ
れ
ま
す
。
そ
の
利
益
が
原
資
と
な

り
政
党
活
動
が
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
政
務
活
動
費
の
充
当
は
著
し
く
不
当
で
す
。
こ
れ
は
手
引
き
６
ペ
ー

ジ
，
政
務
活
動
費
を
充
当
す
る
の
に
適
し
な
い
例
の
「
政
党
活
動
へ
の
支
出
は
政
務
活
動
費
を
充
当
す
る
の
に

適
し
な
い
」
に
該
当
し
ま
す
。

　
　
・
　
そ
の
結
果
ど
の
よ
う
な
損
害
が
県
に
生
じ
て
い
る
か

　
　
　
 　
政
務
活
動
費
に
て
支
払
い
が
さ
れ
て
お
り
ま
す
。（
人
件
費
合
計
7,524,397円

）
支
払
先
が
国
政
政
党
の
支

部
の
為
，
全
額
が
不
当
で
す
。

　
　
　
 　
万
が
一
，
政
党
支
部
へ
の
支
払
い
が
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
れ
ば
適
正
な
按
分
率
を
25％

と
し
て
計
算
し

（
2,090,110円

），
そ
の
差
額
5,434,287円

が
不
当
に
支
払
わ
れ
た
金
額
で
す
。

　
　
・
　
ど
の
よ
う
な
措
置
を
求
め
る
か

　
　
　
 　
日
本
共
産
党
県
会
議
員
団
に
対
し
不
当
に
支
払
わ
れ
た
政
務
活
動
費
の
返
還
を
求
め
ま
す
。
ま
た
，
政
務
活

動
費
の
管
理
監
督
責
任
の
あ
る
県
議
会
議
長
，
宮
城
県
知
事
か
ら
宮
城
県
県
議
会
会
派
・
日
本
共
産
党
県
会
議

員
団
に
対
し
不
当
に
支
払
わ
れ
た
政
務
活
動
費
の
返
還
命
令
を
出
し
て
頂
く
よ
う
求
め
ま
す
。

　
　
・
　
補
足

　
　
　
 　
今
回
の
不
当
な
政
務
活
動
費
支
出
の
事
実
は
宮
城
県
及
び
宮
城
県
議
会
が
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
日
常
的
に
公

開
し
て
い
る
資
料
や
文
章
で
は
発
見
出
来
な
い
状
態
で
し
た
。
請
求
人
が
こ
の
不
当
な
支
出
の
事
実
を
知
っ
た

の
は
添
付
資
料
を
情
報
公
開
請
求
し
た
平
成
28年
10月
で
あ
り
，
最
短
で
準
備
し
本
書
を
提
起
出
来
る
期
日
が

本
提
出
日
で
し
た
。
こ
れ
は
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年
法
律
第
67号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
242条

第
２

項
の
正
当
な
理
由
に
あ
た
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
，
請
求
の
要
旨
の
全
て
が
監
査
の
対
象
と
な
り
ま
す
よ

う
，
宮
城
県
監
査
委
員
の
皆
様
へ
求
め
ま
す
。

　
 　
法
第
242条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
別
紙
事
実
証
明
書
を
添
え
必
要
な
措
置
を
請
求
し
ま
す
。

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
4
号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号
）
第
242条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
本
住
民
監
査
請
求
に
つ
い
て
，
同
条
第

４
項
の
規
定
に
基
づ
き
監
査
し
た
結
果
（
平
成
29年
２
月
14日
付
け
で
請
求
人
に
通
知
）
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　
平
成
29年
２
月
24日

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
工
　
　
藤
　
　
鏡
　
　
子
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
成
　
　
田
　
　
由
 加
 里
　
　
　

第
１
　
請
求
の
あ
っ
た
日

　
　
　
平
成
28年
12月
16日

第
２
　
請
求
人

　
　
　
（
省
略
）

第
３
　
措
置
請
求
の
内
容

　
　
　
で
き
る
限
り
措
置
請
求
書
の
原
文
に
即
し
て
記
載
す
る
。

　
１
　
請
求
の
要
旨

　
　
・
　
だ
れ
が

　
　
　
　
宮
城
県
県
議
会
会
派
・
日
本
共
産
党
宮
城
県
会
議
員
団
（
以
下
「
日
本
共
産
党
県
会
議
員
団
」
と
い
う
。）

　
　
・
　
い
つ
，
ど
の
よ
う
な
財
務
会
計
行
為
を
行
っ
た
か

　
　
　
　
い
つ
…
…
…
平
成
27年
４
月
か
ら
平
成
28年
３
月
ま
で
の
各
日
（
詳
細
は
下
記
及
び
添
付
資
料
参
照
）

　
　
　
　
ど
の
よ
う
な
…
…
…
人
件
費
支
払
い

　
　
・
　
違
法
又
は
不
当
な
理
由

　
　
　
 　
平
成
27年
４
月
か
ら
平
成
28年
３
月
に
か
け
て
事
務
局
員
の
人
件
費
を
按
分
率
90％
と
し
て
総
額
7,524,397

円
支
出
し
て
い
ま
す
。
日
本
共
産
党
県
会
議
員
団
の
事
務
所
は
日
本
共
産
党
仙
台
市
議
団
と
共
有
し
政
務
活
動

と
そ
の
他
活
動
で
の
使
用
も
あ
る
こ
と
か
ら
按
分
率
25％
と
し
て
お
り
ま
す
。
つ
ま
り
，
そ
の
事
務
所
に
勤
務

す
る
事
務
員
も
同
様
の
勤
務
内
容
と
推
定
し
政
務
活
動
費
の
負
担
を
按
分
す
べ
き
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
按
分

率
は
90％
と
し
て
お
り
ま
す
。

　
　
　
 　
ま
た
日
本
共
産
党
県
会
議
員
団
提
出
の
資
料
（
平
成
27年
４
月
の
領
収
書
等
添
付
票
）
に
は
「
事
務
局
員
の

仕
事
は
議
員
と
と
も
に
県
内
外
の
視
察
，
調
査
活
動
，
議
会
対
策
に
携
わ
る
ほ
か
，
県
民
の
相
談
業
務
，
広
報

資
料
作
成
，
そ
の
他
の
政
務
活
動
に
関
わ
る
諸
実
務
を
担
当
し
て
い
る
」
と
あ
り
ま
す
。
議
員
が
行
う
視
察
，

調
査
活
動
，
県
民
の
相
談
業
務
は
全
て
が
政
務
活
動
と
な
る
も
の
で
は
な
く
，
議
員
活
動
や
議
員
の
個
人
的
活

動
も
含
ま
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
県
民
の
相
談
業
務
は
政
党
活
動
と
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
，

上
記
理
由
か
ら
も
按
分
率
が
不
当
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
す
。

　
　
　
 　
宮
城
県
議
会
政
務
活
動
費
の
手
引
（
以
下
「
手
引
き
」
と
い
う
。）
17ペ

ー
ジ
，
人
件
費
・
事
務
所
費
等
の
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（
回
答
）

　
　
　
　
 　
当
議
員
団
は
会
派
又
は
議
員
の
政
務
活
動
を
補
助
す
る
事
務
局
員
を
県
議
会
控
室
に
配
置
す
る
た
め
，
日

本
共
産
党
県
委
員
会
と
覚
書
を
交
わ
し
，
日
本
共
産
党
県
委
員
会
か
ら
2015年

４
月
１
日
か
ら
2016年

２
月

１
日
ま
で
２
人
，
同
年
２
月
２
日
か
ら
３
月
31日
ま
で
３
人
の
職
員
出
向
を
受
け
て
き
た
。

　
　
　
　
 　
事
務
局
員
の
勤
務
時
間
は
原
則
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
週
５
日
間
（
祝
日
は
休
日
），
午
前
９
時
30

分
か
ら
午
後
５
時
ま
で
（
休
憩
１
時
間
）
と
し
て
き
た
。

　
　
　
　
　
勤
務
状
況
は
別
紙
出
勤
簿
の
記
録
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
　
　
ロ
　
日
本
共
産
党
県
委
員
会
の
職
員
を
会
派
の
専
従
事
務
局
員
と
し
て
い
る
考
え
方
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
 　
ま
た
，
日
本
共
産
党
県
委
員
会
と
の
覚
書
の
内
容
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
（
回
答
）

　
　
　
　
 　
当
議
員
団
は
事
務
局
員
を
配
置
す
る
に
当
た
っ
て
は
，
会
派
又
は
議
員
の
政
務
活
動
の
中
で
と
く
に
調
査

研
究
に
従
事
で
き
る
人
材
を
必
要
と
し
，
政
策
的
力
量
を
持
っ
た
日
本
共
産
党
員
を
配
置
す
る
こ
と
に
し
て

い
る
。
そ
の
た
め
に
，
日
本
共
産
党
県
委
員
会
と
協
議
し
，
人
選
を
行
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
 　
し
か
し
，
過
去
に
当
議
員
団
と
し
て
直
接
雇
用
す
る
形
態
を
検
討
し
た
際
に
，
社
会
保
険
事
務
所
か
ら
事

業
所
と
し
て
認
定
さ
れ
ず
，
社
会
保
険
に
加
入
で
き
な
い
と
い
う
指
摘
を
受
け
た
。
そ
こ
で
当
議
員
団
と
日

本
共
産
党
県
委
員
会
の
間
で
覚
書
を
交
わ
し
，
日
本
共
産
党
県
委
員
会
職
員
を
当
議
員
団
に
出
向
さ
せ
る
こ

と
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
 　
言
う
ま
で
も
な
く
こ
の
出
向
は
，
日
本
共
産
党
県
委
員
会
職
員
の
身
分
を
維
持
し
た
ま
ま
，
業
務
命
令
に

よ
っ
て
当
議
員
団
の
業
務
に
従
事
し
，
給
与
は
日
本
共
産
党
県
委
員
会
が
支
払
い
義
務
を
持
ち
，
職
員
に
対

す
る
業
務
上
の
指
揮
命
令
権
は
当
議
員
団
が
有
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
 　
覚
書
で
は
，「
目
的
」
で
出
向
の
位
置
づ
け
と
「
県
議
会
議
員
の
政
務
活
動
の
補
助
に
あ
た
る
」
こ
と
を

明
記
す
る
と
と
も
に
，「
出
向
者
名
」，「

出
向
期
間
」，「

出
向
先
お
よ
び
所
在
地
」，「

勤
務
等
」
就
業
時
間

等
の
勤
務
に
関
す
る
事
項
，「
賃
金
お
よ
び
賞
与
」
等
12項
目
に
つ
い
て
の
確
認
事
項
を
明
記
し
て
い
る
（
提

出
資
料
イ
）。

　
　
⑵
　
住
民
監
査
請
求
書
で
請
求
人
が
主
張
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て

　
　
　
イ
 　
請
求
人
は
「
日
本
共
産
党
県
会
議
員
団
の
事
務
所
は
日
本
共
産
党
仙
台
市
議
団
と
共
有
し
政
務
活
動
と
そ

の
他
活
動
で
の
使
用
も
あ
る
こ
と
か
ら
按
分
率
を
25％
と
し
て
お
り
ま
す
。
つ
ま
り
，
そ
の
事
務
所
に
勤
務

す
る
事
務
員
も
同
様
の
勤
務
内
容
と
推
定
し
政
務
活
動
費
の
負
担
を
按
分
す
べ
き
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
按

分
率
は
90％
と
し
て
お
り
ま
す
。」
と
主
張
し
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
 　
こ
の
主
張
に
対
し
，
ど
の
よ
う
に
考
え
ま
す
か
。

　
　
　
　
（
回
答
）

第
４
　
監
査
委
員
の
辞
退
及
び
請
求
の
受
理
等

　
１
 　
齋
藤
正
美
監
査
委
員
及
び
坂
下
賢
監
査
委
員
に
つ
い
て
は
，
本
件
監
査
を
辞
退
し
た
い
旨
の
申
出
が
あ
り
，
両

監
査
委
員
は
，
本
件
監
査
に
携
わ
っ
て
い
な
い
。

　
２
 　
本
件
監
査
請
求
は
，
法
第
242条

第
１
項
及
び
第
２
項
で
定
め
る
所
定
の
要
件
を
具
備
し
て
い
る
も
の
と
認
め
，

こ
れ
を
受
理
し
た
。

第
５
　
監
査
の
実
施

　
１
　
監
査
の
対
象
事
項

　
　
 　
請
求
人
が
摘
示
し
て
い
る
，
平
成
27年
４
月
か
ら
平
成
28年
３
月
ま
で
の
政
務
活
動
費
（
人
件
費
）
に
係
る
日

本
共
産
党
県
会
議
員
団
の
支
出
が
，
宮
城
県
議
会
に
お
け
る
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
（
平
成
16年
宮

城
県
条
例
第
38号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。），

宮
城
県
議
会
に
お
け
る
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
施

行
規
程
（
平
成
16年

宮
城
県
議
会
訓
令
甲
第
３
号
。
以
下
「
条
例
施
行
規
程
」
と
い
う
。）
及
び
手
引
き
で
定
め

る
政
務
活
動
費
を
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
範
囲
（
以
下
「
使
途
基
準
」
と
い
う
。）
に
違
反
す
る
か
否
か
に
つ
い

て
監
査
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

　
２
　
監
査
対
象
箇
所
等

　
　
 　
知
事
の
補
助
執
行
者
と
し
て
平
成
27年
度
の
政
務
活
動
費
の
会
派
等
へ
の
交
付
の
事
務
を
行
っ
た
議
会
事
務
局

を
監
査
対
象
箇
所
と
し
た
。

　
　
 　
ま
た
，
政
務
活
動
費
に
係
る
収
支
報
告
書
及
び
証
拠
書
類
等
の
調
査
を
行
う
と
と
も
に
，
日
本
共
産
党
県
会
議

員
団
長
を
，
法
第
199条

第
８
項
の
規
定
に
よ
る
関
係
人
と
し
て
調
査
を
実
施
し
た
。

　
３
　
請
求
人
に
よ
る
証
拠
の
提
出
及
び
陳
述

　
　
 　
法
第
242条

第
６
項
の
規
定
に
基
づ
く
請
求
人
に
よ
る
証
拠
の
提
出
及
び
陳
述
は
，
そ
の
機
会
を
設
け
る
こ
と

に
つ
い
て
の
文
書
照
会
に
対
し
て
，
請
求
人
か
ら
意
思
表
示
が
な
か
っ
た
た
め
，
実
施
し
な
か
っ
た
。

第
６
　
監
査
の
結
果

　
１
　
政
務
活
動
費
充
当
事
実
の
確
認

　
　
 　
監
査
対
象
箇
所
で
あ
る
議
会
事
務
局
職
員
か
ら
の
聴
取
り
及
び
関
係
書
類
調
査
の
結
果
，
日
本
共
産
党
県
会
議

員
団
に
係
る
平
成
27年
４
月
か
ら
平
成
28年
３
月
ま
で
の
政
務
活
動
費
（
人
件
費
）
の
支
出
に
つ
い
て
，
別
紙
の

と
お
り
確
認
し
た
。

　
２
　
関
係
人
（
日
本
共
産
党
県
会
議
員
団
長
）
に
対
す
る
調
査
結
果

　
　
 　
日
本
共
産
党
県
会
議
員
団
長
に
対
し
，
住
民
監
査
請
求
書
に
係
る
事
実
関
係
や
請
求
人
の
主
張
に
対
す
る
見
解

を
文
書
に
よ
り
調
査
し
た
。
で
き
る
限
り
回
答
書
の
原
文
に
即
し
て
記
載
す
る
。

　
　
⑴
　
住
民
監
査
請
求
書
に
係
る
事
実
関
係
に
つ
い
て

　
　
　
イ
 　
政
務
活
動
費
を
充
当
し
た
事
務
局
員
の
平
成
27年
度
の
勤
務
（
雇
用
）
実
態
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

宮　　城　　県　　公　　報（13）　平成29年２月24日　金曜日 第2836号



員
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
持
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
 　
た
だ
し
，
そ
れ
以
外
に
も
，
日
本
共
産
党
県
委
員
会
の
職
務
を
行
う
こ
と
が
ひ
と
月
に
数
％
あ
る
こ
と
か

ら
，
そ
の
実
態
に
即
し
て
給
与
の
１
割
を
日
本
共
産
党
県
委
員
会
か
ら
支
出
し
て
い
る
。

　
　
　
　
 　
な
お
，
勤
務
実
態
に
つ
い
て
は
，
2016年

２
月
か
ら
事
務
局
員
を
３
人
に
増
や
し
た
の
を
機
に
，
よ
り
厳

格
，
正
確
に
記
録
す
る
た
め
に
，
仕
事
内
容
や
勤
務
時
間
を
細
か
く
記
録
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
（
提
出
資

料
ロ
）。

　
　
　
ニ
 　
請
求
人
は
「
人
件
費
は
全
て
日
本
共
産
党
県
委
員
会
へ
支
払
い
が
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
一
般
的
に
人
材
派

遣
や
業
務
委
託
契
約
は
経
済
活
動
・
利
益
活
動
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
す
か
ら
日
本
共
産
党
は
利
益
を
受

け
取
っ
て
い
る
と
推
定
さ
れ
ま
す
。
そ
の
利
益
が
原
資
と
な
り
政
党
活
動
が
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
政
務

活
動
費
の
充
当
は
著
し
く
不
当
で
す
。
こ
れ
は
手
引
き
６
ペ
ー
ジ
，
政
務
活
動
費
を
充
当
す
る
の
に
適
し
な

い
例
の
『
政
党
活
動
へ
の
支
出
は
政
務
活
動
費
を
充
当
す
る
の
に
適
し
な
い
』
に
該
当
し
ま
す
。」
と
主
張

し
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
 　
こ
の
主
張
に
対
し
，
ど
の
よ
う
に
考
え
ま
す
か
。

　
　
　
　
（
回
答
）

　
　
　
　
 　
事
務
局
員
の
人
件
費
は
，
日
本
共
産
党
県
委
員
会
と
の
覚
書
に
基
づ
き
，「
出
向
者
の
賃
金
お
よ
び
賞
与

は
，
甲
（
日
本
共
産
党
県
委
員
会
）
の
規
定
に
よ
り
，
甲
が
出
向
者
に
対
し
直
接
支
給
し
，
甲
は
乙
（
当
議

員
団
）
に
対
し
政
務
活
動
に
か
か
る
人
件
費
分
を
請
求
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
，
１
（
目
的
）
で
規
定
し

た
『
政
務
活
動
の
補
助
』
以
外
の
業
務
に
も
携
わ
る
こ
と
か
ら
，
賃
金
の
十
分
の
一
相
当
は
甲
が
負
担
す
る
」

と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
，政
務
活
動
費
か
ら
の
支
出（
人
件
費
の
９
割
）は
全
額
事
務
局
員
に
わ
た
っ

て
お
り
，
日
本
共
産
党
県
委
員
会
が
利
益
を
得
て
い
る
事
実
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
，
別
紙
賃
金
関
係
資
料

お
よ
び
毎
月
の
領
収
書
等
添
付
票
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　
　
⑶
　
提
出
資
料
（
添
付
省
略
）

　
　
　
イ
　
覚
書

　
　
　
ロ
　
出
勤
簿
・
業
務
日
誌

　
　
　
ハ
　
人
件
費
に
係
る
2015年

度
（
平
成
27）
政
務
活
動
費
・
各
月
支
出
報
告
書
及
び
領
収
書
等
添
付
票

　
　
　
ニ
　
給
与
支
払
い
一
覧
表
・
政
務
活
動
費
按
分
表

　
　
　
ホ
　
給
与
支
払
い
内
訳

第
７
　
判
断

　
　
 　
政
務
活
動
費
は
，
法
第
100条

第
14項

及
び
第
15項

の
規
定
を
受
け
，
条
例
及
び
条
例
施
行
規
程
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
交
付
さ
れ
て
お
り
，
財
務
会
計
を
適
正
に
執
行
し
，
不
適
正
な
場
合
に
是
正
を
求
め
る
こ
と
は
知
事

の
責
務
で
あ
る
。

　
　
　
　
 　
請
求
人
に
は
事
実
誤
認
が
あ
る
。
2015年

４
月
か
ら
2016年

３
月
ま
で
の
人
件
費
7,524,397円

は
，
収
支

報
告
書
や
領
収
書
等
添
付
票
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
「
県
議
会
控
室
に
配
置
す
る
事
務
局
員
」
分
で
あ
り
，

日
本
共
産
党
仙
台
市
議
団
と
共
同
で
使
用
す
る
事
務
所
で
の
人
件
費
支
出
の
事
実
は
な
い
。

　
　
　
ロ
 　
請
求
人
は
「
日
本
共
産
党
県
会
議
員
団
提
出
の
資
料
（
平
成
27年
４
月
の
領
収
書
等
添
付
票
）
に
は
『
事

務
局
員
の
仕
事
は
議
員
と
と
も
に
県
内
外
の
視
察
，
調
査
活
動
，
議
会
対
策
に
携
わ
る
ほ
か
，
県
民
の
相
談

業
務
，
広
報
資
料
作
成
，
そ
の
他
の
政
務
活
動
に
関
わ
る
諸
実
務
を
担
当
し
て
い
る
』
と
あ
り
ま
す
。
議
員

が
行
う
視
察
，
調
査
活
動
，
県
民
の
相
談
業
務
は
全
て
が
政
務
活
動
と
な
る
も
の
で
は
な
く
，
議
員
活
動
や

議
員
の
個
人
的
活
動
も
含
ま
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
県
民
の
相
談
業
務
は
政
党
活
動
と
し
て
行
わ

れ
る
こ
と
も
あ
り
，
上
記
理
由
か
ら
も
按
分
率
が
不
当
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
す
。」
と
主
張
し
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
こ
の
主
張
に
対
し
，
ど
の
よ
う
に
考
え
ま
す
か
。

　
　
　
　
（
回
答
）

　
　
　
　
 　
当
議
員
団
は
県
議
会
控
室
を
政
務
活
動
を
行
う
拠
点
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
そ
の
上
で
，
事
務
局
員
は
県

議
会
控
室
を
中
心
に
「
議
員
と
と
も
に
県
内
外
の
視
察
，
調
査
活
動
，
議
会
対
策
に
携
わ
る
ほ
か
，
県
民
の

相
談
業
務
，
広
報
資
料
作
成
，
そ
の
他
の
政
務
活
動
に
関
わ
る
諸
実
務
を
担
当
」
と
し
て
い
る
。

　
　
　
　
 　
条
例
で
は
，
政
務
活
動
費
を
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
経
費
の
範
囲
を
「
会
派
及
び
議
員
が
実
施
す
る
調
査

研
究
，
研
修
，
広
聴
広
報
，
要
請
陳
情
，
住
民
相
談
，
各
種
会
議
へ
の
参
加
等
県
政
の
課
題
及
び
県
民
の
意

思
を
把
握
し
，
県
政
に
反
映
さ
せ
る
活
動
そ
の
他
の
住
民
福
祉
の
増
進
を
図
る
た
め
に
必
要
な
活
動
」（
第

２
条
）
と
規
定
し
て
い
る
。
当
議
員
団
の
事
務
局
員
の
仕
事
は
ま
さ
に
こ
の
規
定
に
基
づ
く
仕
事
に
専
念
し

て
い
る
の
で
，
問
題
が
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。

　
　
　
ハ
 　
請
求
人
は
「
手
引
き
17ペ
ー
ジ
，
人
件
費
・
事
務
所
費
等
の
按
分
の
考
え
方
に
は
『
事
務
所
職
員
を
政
務

活
動
に
従
事
さ
せ
て
い
る
場
合
，
政
務
活
動
に
従
事
す
る
平
均
時
間
，
日
数
等
で
按
分
す
る
。
な
お
，
日
誌

等
で
の
勤
務
時
間
の
実
態
に
よ
り
，
そ
れ
に
見
合
う
人
件
費
を
支
出
す
べ
き
と
考
え
る
が
，
季
節
，
政
務
活

動
に
従
事
す
る
内
容
に
よ
っ
て
バ
ラ
ツ
キ
が
あ
る
の
で
，
負
担
割
合
を
２
分
の
１
以
内
と
す
る
考
え
も
あ

る
』『
政
務
活
動
専
従
職
員
，
議
員
個
人
が
政
務
活
動
の
た
め
に
雇
用
し
た
職
員
は
全
額
充
当
で
き
る
が
，

勤
務
実
態
の
把
握
な
ど
慎
重
な
取
り
扱
い
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。』
と
あ
り
ま
す
が
，
完
全
に
専
従
で
は
な

い
事
は
上
記
の
と
お
り
平
成
27年
４
月
の
領
収
書
等
添
付
票
で
記
載
が
あ
り
，
ま
た
勤
務
内
容
に
つ
い
て
も

前
述
の
添
付
票
に
一
方
的
な
記
載
し
か
な
く
，
そ
の
勤
務
実
態
を
証
明
出
来
て
お
ら
ず
，
90％
の
按
分
は
不

当
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。」
と
主
張
し
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
 　
こ
の
主
張
に
対
し
，
ど
の
よ
う
に
考
え
ま
す
か
。

　
　
　
　
（
回
答
）

　
　
　
　
 　
こ
れ
ま
で
述
べ
た
よ
う
に
，
県
議
会
控
室
に
配
置
し
て
い
る
事
務
局
員
は
，
基
本
的
に
政
務
活
動
専
従
職
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経
　
　
費

内
　
　
　
　
　
容

主
　
　
な
　
　
例

人
　
件
　
費
会
派
又
は
議
員
が
行
う
政
務
活
動
を
補
助
す
る
職
員

を
雇
用
す
る
経
費
（
生
計
を
一
に
す
る
親
族
を
雇
用

す
る
場
合
を
除
く
。）

給
料
，
手
当
，
社
会
保
険
料
，
賃
金

等

　
　
 　
ま
た
，
同
②
政
務
活
動
費
の
運
用
に
つ
い
て
の
考
え
方
に
お
い
て
，
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

経
　
　
費

考
　
　
　
　
 え
 　
　
　
　
方

人
　
件
　
費
政
務
活
動
に
資
す
る
た
め
の
人
件
費
で
あ
る
。

　
　
 　
な
お
，
手
引
き
Ⅱ
－
３
－
⑵
政
務
活
動
費
を
充
当
す
る
の
に
適
し
な
い
例
に
お
い
て
，
次
の
よ
う
に
定
め
て
い

る
。◇
　
政
党
活
動
へ
の
支
出
は
政
務
活
動
費
を
充
当
す
る
の
に
適
し
な
い
。

　
例
）
・
　
党
大
会
へ
の
出
席

　
　
　
・
　
県
連
（
政
党
等
）
活
動

　
　
　
・
　
政
党
構
成
員
と
し
て
招
待
さ
れ
た
式
典
，
会
合
へ
の
出
席

　
　
　
・
　
政
党
の
広
報
誌
，
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
，
ビ
ラ
等
の
印
刷
，
発
送
等
の
経
費

　
　
　
・
　
政
党
組
織
の
事
務
所
の
設
置
維
持
経
費
（
人
件
費
を
含
む
）

　
　
　
・
　
党
大
会
賛
助
金
，
党
大
会
参
加
費
，
党
大
会
参
加
旅
費
等

　
　
　
・
　
政
党
の
役
員
経
費
（
専
従
役
員
に
対
す
る
給
与
，
各
種
手
当
等
）
等
政
党
の
経
費
（
以
下
略
）

　
　
 　
さ
ら
に
，
手
引
き
Ⅱ
－
３
－
⑷
使
途
項
目
ご
と
の
具
体
例
に
お
い
て
，
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

経
　
　
費

具
　
　
　
　
 体
 　
　
　
　
例

人
　
件
　
費

〇
 会
派
又
は
議
員
が
行
う
政
務
活
動
を
補
助
す
る
職
員
を
雇
用
す
る
経
費
（
生
計
を
一
に
す

る
親
族
を
雇
用
す
る
場
合
を
除
く
。）

　
①
　
政
務
活
動
を
補
助
す
る
職
員
を
常
時
又
は
臨
時
に
雇
用

職
員
の
給
料
，
各
種
手
当
，
社
会
保
険
料
，
臨
時
職
員
賃
金
　
等

　
　
 　
そ
し
て
，
手
引
き
Ⅱ
－
３
－
⑸
費
目
別
の
充
当
指
針
に
お
い
て
，
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

　
　
 　
法
が
条
例
等
の
定
め
に
委
ね
る
政
務
活
動
費
に
つ
い
て
は
，
政
務
活
動
が
執
行
機
関
に
対
す
る
監
視
機
能
を
果

た
す
た
め
の
活
動
と
し
て
の
性
格
を
帯
び
て
い
る
こ
と
も
あ
り
，
基
本
的
に
議
会
の
自
律
を
尊
重
し
，
議
会
自
ら

が
適
正
な
運
用
を
図
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
，
会
派
等
に
よ
る
政
務
活
動
費
の
支
出
が
明
ら

か
に
不
適
正
で
あ
る
場
合
を
除
き
，
知
事
は
，
議
長
の
判
断
を
尊
重
す
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
　
 　
ま
た
，
会
派
又
は
議
員
の
政
務
活
動
は
，
県
政
全
般
に
及
び
，
そ
の
調
査
研
究
そ
の
他
の
活
動
の
対
象
，
方
法

も
広
範
か
つ
多
岐
に
わ
た
る
も
の
で
あ
り
，
手
段
方
法
及
び
内
容
の
選
択
に
当
た
っ
て
は
，
会
派
又
は
議
員
の
自

主
性
及
び
自
律
性
を
尊
重
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
会
派
又
は
議
員
の
広
範
な
裁
量
的
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い

る
。

　
　
 　
条
例
第
２
条
に
定
め
る
別
表
及
び
条
例
施
行
規
程
が
定
め
て
い
る
使
途
基
準
の
内
容
は
，
法
第
100条

第
14項

に
い
う
「
議
員
の
調
査
研
究
そ
の
他
の
活
動
に
資
す
る
た
め
の
必
要
な
経
費
」
を
具
体
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
手

引
き
に
つ
い
て
は
，
条
例
及
び
条
例
施
行
規
程
に
明
確
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
，
法

規
範
性
を
有
す
る
も
の
と
ま
で
は
言
え
な
い
が
，
条
例
を
補
完
す
る
指
針
と
し
て
適
切
に
運
用
さ
れ
る
べ
き
も
の

と
し
て
，
政
務
活
動
費
の
対
象
外
と
な
る
経
費
や
，
諸
手
続
な
ど
を
規
定
し
て
お
り
，
具
体
的
支
出
の
使
途
基
準

適
合
性
の
判
断
に
当
た
っ
て
よ
り
所
と
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
解
し
て
監
査
を
実
施
し
，
判
断
を
行
っ
た
も

の
で
あ
る
。

　
　
 　
調
査
の
対
象
と
な
る
事
項
は
，
法
及
び
条
例
を
踏
ま
え
て
県
議
会
が
定
め
た
手
引
き
に
規
定
す
る
使
途
基
準
に

違
反
し
た
政
務
活
動
費
の
充
当
が
行
わ
れ
た
か
否
か
で
あ
る
。

　
　
 　
し
た
が
っ
て
，
確
認
さ
れ
た
事
実
を
使
途
基
準
に
照
ら
し
て
，
支
出
に
係
る
会
派
又
は
議
員
の
判
断
に
客
観
的

な
合
理
性
が
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
，「
議
員
の
調
査
研
究
及
び
そ
の
他
の
活
動
」
と
し
て
の
必
要

性
・
適
法
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
ず
，
知
事
に
，
返
還
請
求
の
勧
告
を
行
う
。

　
　
 　
そ
れ
以
外
の
場
合
は
，
請
求
に
理
由
が
な
い
と
判
断
す
る
。

　
　
 　
以
上
の
よ
う
な
観
点
に
立
っ
て
判
断
し
た
結
果
を
以
下
に
記
載
す
る
。

　
１
　
政
務
活
動
費
に
お
け
る
人
件
費
の
使
途
基
準
に
つ
い
て

　
　
 　
人
件
費
に
つ
い
て
は
，
条
例
第
２
条
第
２
項
で
「
政
務
活
動
費
は
，
別
表
に
定
め
る
政
務
活
動
に
要
す
る
経
費

に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
定
め
，
別
表
で
は
以
下
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

経
　
　
費

内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
容

人
　
件
　
費
会
派
又
は
議
員
が
行
う
政
務
活
動
を
補
助
す
る
職
員
を
雇
用
す
る
経
費

　
　
 　
そ
し
て
，
手
引
き
Ⅱ
－
３
政
務
活
動
費
を
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
経
費
の
範
囲
－
⑴
経
費
と
内
容
－
①
条
例
第

２
条
別
表
と
主
な
例
に
お
い
て
，
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。　
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 が
，
季
節
，
政
務
活
動
に
従
事
す
る
内
容
に
よ
っ
て
バ
ラ
ツ
キ
が
あ
る
の
で
，
負
担
割
合
を
２
分
の
１

以
内
と
す
る
考
え
も
あ
る
。

　
〇
政
務
活
動
専
従
職
員

　
　
 　
議
員
個
人
が
政
務
活
動
の
た
め
に
雇
用
し
た
職
員
は
全
額
充
当
で
き
る
が
，
勤
務
実
態
の
把
握
な
ど

慎
重
な
取
り
扱
い
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。

　
２
　
政
務
活
動
費
の
充
当
率
を
25％
と
す
べ
き
で
あ
る
と
の
主
張
に
つ
い
て

　
　
 　
請
求
人
は
，「
日
本
共
産
党
県
会
議
員
団
の
事
務
所
は
日
本
共
産
党
仙
台
市
議
団
と
共
有
し
政
務
活
動
と
そ
の

他
活
動
で
の
使
用
も
あ
る
こ
と
か
ら
按
分
率
を
25％
と
し
て
お
り
ま
す
。
つ
ま
り
，
そ
の
事
務
所
に
勤
務
す
る
事

務
員
も
同
様
の
勤
務
内
容
と
推
定
し
政
務
活
動
費
の
負
担
を
按
分
す
べ
き
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
按
分
率
は
90％

と
し
て
お
り
ま
す
。」
と
し
，
事
務
局
員
の
人
件
費
に
お
け
る
政
務
活
動
費
の
充
当
率
を
25％

と
す
べ
き
で
あ
る

と
主
張
し
て
い
る
。

　
　
 　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
，
日
本
共
産
党
県
会
議
員
団
は
，
第
６
の
２
⑵
イ
の
調
査
結
果
に
お
い
て
，「
県
議
会
控

室
に
配
置
す
る
事
務
局
員
分
で
あ
り
，
日
本
共
産
党
仙
台
市
議
団
と
共
同
で
使
用
す
る
事
務
所
で
の
人
件
費
支
出

の
事
実
は
な
い
。」
と
回
答
し
て
い
る
。

　
　
 　
請
求
人
が
，「
日
本
共
産
党
仙
台
市
議
団
と
共
有
」
し
て
い
る
と
す
る
日
本
共
産
党
県
会
議
員
団
の
事
務
所
は
，

住
民
監
査
請
求
書
に
添
付
さ
れ
た
日
本
共
産
党
宮
城
県
会
議
員
団
の
支
出
報
告
書
中
で
「
事
務
所
費
」
と
し
て
家

賃
を
按
分
率
25％
で
計
上
し
て
い
る
「
本
町
事
務
所
」
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

　
　
 　
一
方
，
第
６
の
２
の
調
査
結
果
の
回
答
に
添
付
し
て
提
出
さ
れ
た
，
日
本
共
産
党
県
委
員
会
と
日
本
共
産
党
県

会
議
員
団
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
覚
書
及
び
出
勤
簿
・
業
務
日
誌
か
ら
，
本
件
人
件
費
に
係
る
事
務
局
員
の
勤
務
場

所
は
，
県
議
会
控
室
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

　
　
　
よ
っ
て
，
請
求
人
の
主
張
に
は
誤
認
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

　
３
　
90％
の
按
分
は
不
当
で
あ
る
と
の
主
張
に
つ
い
て

　
　
 　
請
求
人
は
，「
日
本
共
産
党
県
会
議
員
団
提
出
の
資
料
（
平
成
27年
４
月
の
領
収
書
等
添
付
票
）
に
は
『
事
務

局
員
の
仕
事
は
議
員
と
と
も
に
県
内
外
の
視
察
，
調
査
活
動
，
議
会
対
策
に
携
わ
る
ほ
か
，
県
民
の
相
談
業
務
，

広
報
資
料
作
成
，
そ
の
他
の
政
務
活
動
に
関
わ
る
諸
実
務
を
担
当
し
て
い
る
』
と
あ
り
ま
す
。
議
員
が
行
う
視
察
，

調
査
活
動
，
県
民
の
相
談
業
務
は
全
て
が
政
務
活
動
と
な
る
も
の
で
は
な
く
，
議
員
活
動
や
議
員
の
個
人
的
活
動

も
含
ま
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
県
民
の
相
談
業
務
は
政
党
活
動
と
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
，
上
記

理
由
か
ら
も
按
分
率
が
不
当
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
す
。」
と
し
，「
手
引
き
17ペ
ー
ジ
，
人
件
費
・
事
務
所
費
等

の
按
分
の
考
え
方
に
は
『
事
務
所
職
員
を
政
務
活
動
に
従
事
さ
せ
て
い
る
場
合
，
政
務
活
動
に
従
事
す
る
平
均
時

間
，
日
数
等
で
按
分
す
る
。
な
お
，
日
誌
等
で
の
勤
務
時
間
の
実
態
に
よ
り
，
そ
れ
に
見
合
う
人
件
費
を
支
出
す

べ
き
と
考
え
る
が
，
季
節
，
政
務
活
動
に
従
事
す
る
内
容
に
よ
っ
て
バ
ラ
ツ
キ
が
あ
る
の
で
，
負
担
割
合
を
２
分

経
　
　
費

内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
容

人
　
件
　
費

　
政
務
活
動
の
補
助
業
務
の
た
め
に
雇
用
し
た
職
員
の
人
件
費
に
は
，
従
事
し
て
い
る
実
態

に
応
じ
て
政
務
調
査
費
を
充
当
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
，
生
計
を
一
に
す
る
親
族
を

雇
用
す
る
場
合
は
対
象
外
と
す
る
。

　
人
件
費
に
政
務
活
動
費
を
充
当
す
る
場
合
は
，
雇
用
実
態
が
客
観
的
に
確
認
で
き
る
証
拠

書
類
（
雇
用
契
約
書
，
協
定
書
（
覚
書
），
勤
務
実
績
，
毎
月
の
支
払
い
等
）
を
適
切
に
整

理
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
会
派
又
は
議
員
が
，
事
務
所
職
員
に
政
務
活
動
の
補
助
業
務
の
ほ
か
，
そ
れ
以
外
の
業
務

（
政
党
活
動
や
後
援
会
活
動
等
）も
兼
ね
て
従
事
さ
せ
て
い
る
場
合
に
は
，勤
務
実
績
表（
業

務
日
誌
）
に
基
づ
く
勤
務
時
間
に
よ
り
按
分
し
て
充
当
す
る
か
，
政
務
活
動
に
従
事
し
た
割

合
（
平
均
時
間
，
日
数
等
）
で
按
分
し
て
充
当
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
な
お
，
明
確
に
按
分
割
合
が
算
出
で
き
な
い
場
合
は
，
２
分
の
１
を
超
え
な
い
範
囲
で
充

当
で
き
る
も
の
と
す
る
。

【
証
拠
書
類
】
給
与
支
払
明
細
書
又
は
受
領
書

　
　
 　
ま
た
，
手
引
き
Ⅱ
－
４
支
出
に
お
け
る
留
意
事
項
－
⑶
按
分
に
よ
る
支
出
に
お
い
て
，
次
の
よ
う
に
定
め
て
い

る
。①
　
按
分
の
必
要
性

　
 　
会
派
又
は
議
員
の
活
動
は
，
議
会
活
動
，
政
党
活
動
，
選
挙
活
動
等
と
多
彩
で
あ
り
，
一
つ
の
活
動
が

政
務
活
動
と
他
の
活
動
の
両
面
を
有
し
，
渾
然
一
体
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

　
 　
こ
の
こ
と
か
ら
，
活
動
に
要
し
た
費
用
の
全
額
に
政
務
活
動
費
を
充
当
す
る
こ
と
が
，
不
適
当
な
場
合

に
は
，
使
用
面
積
や
活
動
実
績
な
ど
の
合
理
的
な
方
法
に
よ
っ
て
按
分
処
理
し
，
そ
の
積
算
根
拠
を
明
確

に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

②
　
按
分
の
方
法

　
イ
　
（
略
）

　
ロ
　
活
動
実
績
割
合
等
に
よ
る
按
分
例
（
事
務
所
費
，
事
務
費
，
人
件
費
，
広
報
費
な
ど
）

政
務
活
動
（
Ａ
％
）

　
 

　
政
務
活
動（
Ａ
％
）＋
議
員（
後
援
会
等
）活
動（
Ｂ
％
）＋
政
党
・
政
治
団
体
活
動（
Ｃ
％
）＋
そ
の
他
活
動（
Ｄ
％
）

　
ハ
　
按
分
割
合
が
明
確
に
で
き
な
い
場
合

　
　
 　
２
分
の
１
以
下
で
按
分
す
る
。
(２
分
の
１
を
超
え
る
充
当
に
は
合
理
的
な
理
由
を
明
記
)

③
　
按
分
方
法
の
参
考
例
（
抄
）

　
＜
人
件
費
＞

　
〇
事
務
所
職
員
を
政
務
活
動
に
従
事
さ
せ
て
い
る
場
合

　
　
 　
事
務
所
職
員
を
政
務
活
動
に
従
事
さ
せ
て
い
る
場
合
，
政
務
活
動
に
従
事
す
る
平
均
時
間
，
日
数
等

で
按
分
す
る
。

　
　
 　
な
お
，
日
誌
等
で
の
勤
務
時
間
の
実
態
に
よ
り
，
そ
れ
に
見
合
う
人
件
費
を
支
出
す
べ
き
と
考
え
る
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き
に
違
反
す
る
と
は
言
え
な
い
。

　
　
 　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
本
件
支
出
は
手
引
き
に
違
反
し
て
明
ら
か
に
違
法
又
は
不
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

と
は
言
え
な
い
。

　
４
　
政
党
活
動
へ
の
支
出
で
あ
る
た
め
，
全
額
が
不
当
で
あ
る
と
の
主
張
に
つ
い
て

　
　
 　
請
求
人
は
，「
人
件
費
は
全
て
日
本
共
産
党
県
委
員
会
へ
支
払
い
が
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
一
般
的
に
人
材
派
遣

や
業
務
委
託
契
約
は
経
済
活
動
・
利
益
活
動
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
す
か
ら
日
本
共
産
党
は
利
益
を
受
け
取
っ

て
い
る
と
推
定
さ
れ
ま
す
。
そ
の
利
益
が
原
資
と
な
り
政
党
活
動
が
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
政
務
活
動
費
の
充

当
は
著
し
く
不
当
で
す
。
こ
れ
は
手
引
き
６
ペ
ー
ジ
，
政
務
活
動
費
を
充
当
す
る
の
に
適
し
な
い
例
の
『
政
党
活

動
へ
の
支
出
は
政
務
活
動
費
を
充
当
す
る
の
に
適
し
な
い
』
に
該
当
し
ま
す
。」
と
し
，
支
出
先
が
日
本
共
産
党

県
委
員
会
の
た
め
，
全
額
が
不
当
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

　
　
 　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
，
日
本
共
産
党
県
会
議
員
団
は
，
第
６
の
２
⑵
ニ
の
調
査
結
果
に
お
い
て
，「
事
務
局
員

の
人
件
費
は
，
日
本
共
産
党
県
委
員
会
と
の
覚
書
に
基
づ
き
，『
出
向
者
の
賃
金
お
よ
び
賞
与
は
，
甲
（
日
本
共

産
党
県
委
員
会
）
の
規
定
に
よ
り
，
甲
が
出
向
者
に
対
し
直
接
支
給
し
，
甲
は
乙
（
当
議
員
団
）
に
対
し
政
務
活

動
に
か
か
る
人
件
費
分
を
請
求
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
，
１
（
目
的
）
で
規
定
し
た
『
政
務
活
動
の
補
助
』
以

外
の
業
務
に
も
携
わ
る
こ
と
か
ら
，
賃
金
の
十
分
の
一
相
当
は
甲
が
負
担
す
る
』
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
，

政
務
活
動
費
か
ら
の
支
出
（
人
件
費
の
９
割
）
は
全
額
事
務
局
員
に
わ
た
っ
て
お
り
，
日
本
共
産
党
県
委
員
会
が

利
益
を
得
て
い
る
事
実
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
，
別
紙
賃
金
関
係
資
料
お
よ
び
毎
月
の
領
収
書
等
添
付
票
か
ら
も

明
ら
か
で
あ
る
。」
と
回
答
し
て
い
る
。

　
　
 　
第
６
の
２
の
調
査
結
果
の
回
答
に
添
付
さ
れ
た
資
料
に
よ
り
，
県
議
会
控
室
に
勤
務
す
る
事
務
局
員
の
給
与
を

整
理
集
計
し
た
結
果
は
，
別
紙
「
日
本
共
産
党
宮
城
県
会
議
員
団
に
係
る
政
務
活
動
費
（
人
件
費
）
支
出
一
覧
」

の
と
お
り
で
あ
り
，
日
本
共
産
党
県
会
議
員
団
か
ら
日
本
共
産
党
県
委
員
会
に
支
出
し
た
人
件
費
の
全
額
が
，
日

本
共
産
党
県
委
員
会
が
当
該
事
務
局
員
に
支
払
う
給
与
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
，
政
務
活
動
費
を
原
資
と
し
た
利

益
が
，
日
本
共
産
党
県
委
員
会
に
残
る
こ
と
は
な
い
。

　
　
 　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
本
件
支
出
が
使
途
基
準
に
反
し
て
明
ら
か
に
違
法
又
は
不
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

と
は
言
え
な
い
。

　
 　
し
た
が
っ
て
，
請
求
人
の
主
張
に
は
理
由
が
な
い
の
で
棄
却
す
る
。

の
１
以
内
と
す
る
考
え
も
あ
る
』『
政
務
活
動
専
従
職
員
，
議
員
個
人
が
政
務
活
動
の
た
め
に
雇
用
し
た
職
員
は

全
額
充
当
で
き
る
が
，
勤
務
実
態
の
把
握
な
ど
慎
重
な
取
り
扱
い
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。』
と
あ
り
ま
す
が
，
完

全
に
専
従
で
は
な
い
事
は
上
記
の
と
お
り
平
成
27年
４
月
の
領
収
書
等
添
付
票
で
記
載
が
あ
り
，
ま
た
勤
務
内
容

に
つ
い
て
も
前
述
の
添
付
票
に
一
方
的
な
記
載
し
か
な
く
，
そ
の
勤
務
実
態
を
証
明
出
来
て
お
ら
ず
，
90％
の
按

分
は
不
当
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。」
と
主
張
し
て
い
る
。

　
　
 　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
，
日
本
共
産
党
県
会
議
員
団
は
，
第
６
の
２
⑵
ロ
の
調
査
結
果
に
お
い
て
，「
当
議
員
団

は
県
議
会
控
室
を
政
務
活
動
を
行
う
拠
点
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
そ
の
上
で
，
事
務
局
員
は
県
議
会
控
室
を
中
心

に
『
議
員
と
と
も
に
県
内
外
の
視
察
，
調
査
活
動
，
議
会
対
策
に
携
わ
る
ほ
か
，
県
民
の
相
談
業
務
，
広
報
資
料

作
成
，
そ
の
他
の
政
務
活
動
に
関
わ
る
諸
実
務
を
担
当
』
し
て
い
る
。
条
例
で
は
，
政
務
活
動
費
を
充
て
る
こ
と

が
で
き
る
経
費
の
範
囲
を
『
会
派
及
び
議
員
が
実
施
す
る
調
査
研
究
，
研
修
，
広
聴
広
報
，
要
請
陳
情
，
住
民
相

談
，
各
種
会
議
へ
の
参
加
等
県
政
の
課
題
及
び
県
民
の
意
思
を
把
握
し
，
県
政
に
反
映
さ
せ
る
活
動
そ
の
他
の
住

民
福
祉
の
増
進
を
図
る
た
め
に
必
要
な
活
動
』（
第
２
条
）
と
規
定
し
て
い
る
。
当
議
員
団
の
事
務
局
員
の
仕
事

は
ま
さ
に
こ
の
規
定
に
基
づ
く
仕
事
に
専
念
し
て
い
る
の
で
，
問
題
が
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。」
と
回
答
し

て
い
る
。

　
　
 　
ま
た
，
第
６
の
２
⑵
ハ
の
調
査
結
果
に
お
い
て
，「
県
議
会
控
室
に
配
置
し
て
い
る
事
務
局
員
は
，
基
本
的
に

政
務
活
動
専
従
職
員
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
持
っ
て
い
る
。
た
だ
し
，
そ
れ
以
外
に
も
，
日
本
共
産
党
県
委
員
会

の
職
務
を
行
う
こ
と
が
ひ
と
月
に
数
％
あ
る
こ
と
か
ら
，
そ
の
実
態
に
即
し
て
給
与
の
１
割
を
日
本
共
産
党
県
委

員
会
か
ら
支
出
し
て
い
る
。
な
お
，
勤
務
実
態
に
つ
い
て
は
，
2016年

２
月
か
ら
事
務
局
員
を
３
人
に
増
や
し
た

の
を
機
に
，
よ
り
厳
格
，
正
確
に
記
録
す
る
た
め
に
，
仕
事
内
容
や
勤
務
時
間
を
細
か
く
記
録
す
る
よ
う
に
し
て

い
る
（
提
出
資
料
ロ
）。」
と
回
答
し
て
い
る
。

　
　
 　
覚
書
で
は
，
事
務
局
員
は
，
日
本
共
産
党
県
会
議
員
団
に
所
属
す
る
県
議
会
議
員
の
政
務
活
動
の
補
助
に
当
た

る
こ
と
と
し
て
お
り
，
出
勤
簿
・
業
務
日
誌
に
記
載
さ
れ
た
業
務
内
容
に
政
務
活
動
以
外
の
業
務
は
見
当
た
ら
な

い
。

　
　
 　
ま
た
，
出
勤
簿
・
業
務
日
誌
の
記
載
に
よ
る
と
，
県
議
会
控
室
で
の
政
務
活
動
補
助
の
勤
務
は
，
お
お
よ
そ
月

130時
間
か
ら
170時

間
ま
で
で
あ
る
一
方
で
，「
午
前
中
は
仙
台
市
対
策
委
員
会
に
出
席
」，「
党
務
の
た
め
早
退
」，

「
党
務
の
た
め
遅
刻
」
等
の
記
載
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
か
ら
，
事
務
局
員
が
合
計
数
時
間
程
度
，
政
党
活
動
に
従

事
し
た
月
も
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

　
　
 　
と
こ
ろ
で
，
手
引
き
Ⅱ
－
４
－
⑶
「
按
分
に
よ
る
支
出
」
に
お
い
て
，
按
分
に
よ
る
支
出
の
考
え
方
を
示
し
て

お
り
，
人
件
費
に
つ
い
て
の
原
則
は
，
活
動
割
合
に
よ
る
按
分
と
し
て
い
る
。
事
務
局
員
の
活
動
割
合
に
つ
い
て

は
，
上
に
述
べ
た
と
お
り
，
月
に
よ
っ
て
変
動
が
あ
る
も
の
の
，
日
本
共
産
党
県
会
議
員
団
が
主
張
す
る
と
お
り
，

政
党
活
動
が
数
％
あ
る
と
考
え
ら
れ
，
90％
以
上
が
政
務
活
動
で
あ
る
と
こ
ろ
，
90％
で
按
分
し
て
お
り
，
手
引
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別
紙

日
本
共
産
党
宮
城
県
会
議
員
団
に
係
る
政
務
活
動
費
（
人
件
費
）
支
出
一
覧

 
（
単
位
：
円
）
　
　

年
度

月
人
 件
 費

内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
訳

算
　
出
　
根
　
拠

備
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
考

支
払
月
日

金
　
　
額

支
　
　
払
　
　
先

給
　
　
与

按
分
率

金
　
　
額

27

４
月

539,874
Ｈ
27. ４

. 30
539,874

日
本
共
産
党
宮
城
県
委
員
会

599,861
90％

539,874
給
与
４
月
２
人
分

５
月

539,874
Ｈ
27. ５

. 29
539,874

日
本
共
産
党
宮
城
県
委
員
会

599,861
90％

539,874
給
与
５
月
２
人
分

６
月

539,874
Ｈ
27. ６

. 30
539,874

日
本
共
産
党
宮
城
県
委
員
会

599,861
90％

539,874
給
与
６
月
２
人
分

７
月

539,874
Ｈ
27. ７

. 31
539,874

日
本
共
産
党
宮
城
県
委
員
会

599,861
90％

539,874
給
与
７
月
２
人
分

８
月

1,079,306
Ｈ
27. ８

. ５
539,432

日
本
共
産
党
宮
城
県
委
員
会

599,369
90％

539,432
夏
季
手
当
２
人
分

Ｈ
27. ８

. 31
539,874

日
本
共
産
党
宮
城
県
委
員
会

599,861
90％

539,874
給
与
８
月
２
人
分

９
月

539,874
Ｈ
27. ９

. 30
539,874

日
本
共
産
党
宮
城
県
委
員
会

599,861
90％

539,874
給
与
９
月
２
人
分

10月
455,894

Ｈ
27. 10. 30

455,894
日
本
共
産
党
宮
城
県
委
員
会

599,861
76％

455,894
給
与
10月
２
人
分
（
按
分
率
90％
×
85％
＝
76％
）

※
42日
中
６
日
党
県
委
員
会
の
業
務
に
従
事
（
36／
42＝
85％
）

11月
215,949

Ｈ
27. 11. 12

215,949
日
本
共
産
党
宮
城
県
委
員
会

239,944
90％

215,949
給
与
11月
２
人
分
（
１
日
～
12日
分
）
日
割
計
算
（
12／
30）

計
4,450,519

4,450,519
5,038,340

4,450,519

12月
998,863

Ｈ
27. 11. 30

323,924
日
本
共
産
党
宮
城
県
委
員
会

359,917
90％

323,924
給
与
11月
２
人
分
（
13日
～
30日
分
）
日
割
計
算
（
18／
30）

Ｈ
27. 12. 25

135,065
日
本
共
産
党
宮
城
県
委
員
会

600,289
90％

135,065
冬
季
手
当
２
人
分

※
充
当
期
間
11月
13日
～
12月
31日
分
　
１
／
４
を
追
加

Ｈ
27. 12. 28

539,874
日
本
共
産
党
宮
城
県
委
員
会

599,861
90％

539,874
給
与
12月
２
人
分

１
月

541,167
Ｈ
28. １

. 29
541,167

日
本
共
産
党
宮
城
県
委
員
会

601,297
90％

541,167
給
与
１
月
２
人
分

２
月

766,924
Ｈ
28. ２

. 29
766,924

日
本
共
産
党
宮
城
県
委
員
会

852,138
90％

766,924
給
与
２
月
３
人
分

３
月

766,924
Ｈ
28. ３

. 31
766,924

日
本
共
産
党
宮
城
県
委
員
会

852,138
90％

766,924
給
与
３
月
３
人
分

計
3,073,878

3,073,878
3,865,640

3,073,878

合
　
　
計

7,524,397
7,524,397

8,903,980
7,524,397
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東
部
保
健
福
祉
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
 

11月
16日

　
　
高
等
看
護
学
校
 

10月
19日

　
　
子
ど
も
総
合
セ
ン
タ
ー
 

12月
26日

　
　
東
部
児
童
相
談
所
 

10月
25日

　
　
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
 

10月
31日

〇
経
済
商
工
観
光
部

　
地
方
機
関

　
　
北
部
地
方
振
興
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所
 

11月
１
日

　
　
東
部
地
方
振
興
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
 

11月
29日

　
　
産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
 

10月
18日

　
　
計
量
検
定
所
 

11月
30日

　
　
松
島
公
園
管
理
事
務
所
 

10月
27日

〇
農
林
水
産
部

　
地
方
機
関

　
　
農
業
大
学
校
 

10月
３
日

　
　
農
業
・
園
芸
総
合
研
究
所
 

10月
17日

　
　
古
川
農
業
試
験
場
 

10月
20日

　
　
畜
産
試
験
場
 

10月
20日

　
　
王
城
寺
原
補
償
工
事
事
務
所
 

10月
25日

　
　
林
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
 

10月
25日

　
　
水
産
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
 

11月
15日

〇
土
木
部

　
地
方
機
関

　
　
北
部
土
木
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所
 

11月
７
日

　
　
東
部
土
木
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
 

11月
16日

　
　
仙
台
塩
釜
港
湾
事
務
所
 

11月
２
日

　
　
石
巻
港
湾
事
務
所
 

11月
16日

　
　
中
南
部
下
水
道
事
務
所
 

11月
17日

　
　
東
部
下
水
道
事
務
所
 

11月
16日

　
　
仙
台
地
方
ダ
ム
総
合
事
務
所
 

11月
２
日

　
　
栗
原
地
方
ダ
ム
総
合
事
務
所
 

10月
３
日

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
5
号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号
）
第
199条

第
１
項
，
第
２
項
及
び
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
28年
９
月

か
ら
12月
ま
で
に
実
施
し
た
一
般
会
計
及
び
特
別
会
計
に
係
る
定
期
監
査
の
結
果
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　
　
平
成
29年
２
月
24日

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
齋
　
　
藤
　
　
正
　
　
美
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
坂
　
　
下
　
　
　
　
　
賢
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
工
　
　
藤
　
　
鏡
　
　
子
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
成
　
　
田
　
　
由
 加
 里
　
　
　

１
　
監
査
実
施
機
関
及
び
監
査
実
施
日

監
査
実
施
機
関
 

監
査
実
施
日
　
　
　

〇
総
務
部

　
地
方
機
関

　
　
大
河
原
県
税
事
務
所
（
選
挙
管
理
委
員
会
大
河
原
地
方
支
局
を
含
む
。） 

11月
24日

　
　
塩
釜
県
税
事
務
所
（
選
挙
管
理
委
員
会
塩
釜
地
方
支
局
を
含
む
。） 

11月
30日

　
　
東
部
県
税
事
務
所
（
選
挙
管
理
委
員
会
東
部
地
方
支
局
を
含
む
。） 

11月
９
日

　
　
東
部
県
税
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
 

11月
９
日

　
　
消
防
学
校
 

11月
21日

〇
震
災
復
興
・
企
画
部

　
地
方
機
関

　
　
東
京
事
務
所
 

11月
10日

〇
環
境
生
活
部

　
地
方
機
関

　
　
食
肉
衛
生
検
査
所
 

11月
30日

　
　
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
 

９
月
21日

〇
保
健
福
祉
部

　
地
方
機
関

　
　
仙
南
保
健
福
祉
事
務
所
 

11月
24日

　
　
仙
台
保
健
福
祉
事
務
所
 

11月
30日

　
　
北
部
保
健
福
祉
事
務
所
 

10月
18日

　
　
北
部
保
健
福
祉
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所
 

11月
１
日

　
　
東
部
保
健
福
祉
事
務
所
 

11月
９
日

宮　　城　　県　　公　　報（19）　平成29年２月24日　金曜日 第2836号



　
　
鳴
子
警
察
署
 

10月
28日

２
　
監
査
結
果

　
 　
平
成
27年
度
の
財
務
に
関
す
る
事
務
の
執
行
の
事
実
が
地
方
自
治
法
第
２
条
第
14項
及
び
第
15項
の
規
定
の
趣
旨

に
沿
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
，
特
に
意
を
用
い
て
行
い
ま
し
た
。

　
 　
そ
の
結
果
，
公
表
す
べ
き
指
摘
事
項
は
次
の
と
お
り
で
あ
り
，
そ
の
他
の
軽
易
な
事
項
に
つ
い
て
は
関
係
機
関
に

注
意
を
し
ま
し
た
。

　
⑴
　
大
河
原
県
税
事
務
所

　
　
 　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
更
に
適
切

な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）
　

　
　
　
・
平
成
27年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

100,765,912円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

269,926,125円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

370,692,037円

　
　
　
・
平
成
26年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

92,268,761円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

315,182,207円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

407,450,968円

　
⑵
　
塩
釜
県
税
事
務
所

　
　
 　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
更
に
適
切

な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
平
成
27年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

97,459,706円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

197,473,187円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

294,932,893円

　
　
　
・
平
成
26年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

123,076,889円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

193,113,962円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

316,190,851円

　
⑶
　
東
部
県
税
事
務
所

〇
教
育
庁

　
地
方
機
関

　
　
図
書
館
 

10月
18日

　
　
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
 

11月
17日

　
　
東
北
歴
史
博
物
館
 

11月
17日

　
　
塩
釜
高
等
学
校
 

11月
２
日

　
　
白
石
高
等
学
校
 

10月
26日

　
　
石
巻
高
等
学
校
 

10月
25日

　
　
松
島
高
等
学
校
 

10月
27日

　
　
志
津
川
高
等
学
校
 

11月
21日

　
　
仙
台
向
山
高
等
学
校
 

９
月
28日

　
　
仙
台
南
高
等
学
校
 

９
月
28日

　
　
農
業
高
等
学
校
 

10月
17日

　
　
黒
川
高
等
学
校
 

９
月
21日

　
　
石
巻
北
高
等
学
校
 

11月
18日

　
　
登
米
総
合
産
業
高
等
学
校
 

11月
７
日

　
　
水
産
高
等
学
校
 

11月
15日

　
　
白
石
工
業
高
等
学
校
 

10月
26日

　
　
古
川
工
業
高
等
学
校
 

10月
31日

　
　
石
巻
商
業
高
等
学
校
 

11月
18日

　
　
一
迫
商
業
高
等
学
校
 

10月
28日

　
　
視
覚
支
援
学
校
 

10月
24日

　
　
聴
覚
支
援
学
校
 

10月
24日

　
　
支
援
学
校
岩
沼
高
等
学
園
 

10月
19日

〇
警
察
本
部

　
地
方
機
関

　
　
塩
釜
警
察
署
 

11月
２
日

　
　
石
巻
警
察
署
 

12月
１
日

　
　
登
米
警
察
署
 

11月
29日

　
　
河
北
警
察
署
 

12月
１
日

　
　
古
川
警
察
署
 

10月
18日
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合
　
　
計
 

62,710,749円

　
　
　
　
・
平
成
26年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

13,619,606円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

29,348,902円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

42,968,508円

　
　
　
〇
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
償
還
金

　
　
　
　
・
平
成
27年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

5,583,387円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

42,478,272円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

48,061,659円

　
　
　
　
・
平
成
26年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

6,331,290円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

42,580,317円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

48,911,607円

　
　
　
〇
過
誤
払
返
納
金
（
生
活
保
護
扶
助
費
返
還
金
等
）

　
　
　
　
・
平
成
27年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

599,161円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

1,034,936円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

1,634,097円

　
　
　
　
・
平
成
26年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

259,581円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

870,489円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

1,130,070円

　
⑹
　
東
部
保
健
福
祉
事
務
所

　
　
 　
賃
金
及
び
報
償
費
に
お
い
て
，
支
払
遅
延
及
び
支
給
金
額
の
誤
り
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ

う
に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
〇
賃
金
に
つ
い
て
，
支
払
遅
延
が
あ
っ
た
も
の
。　

　
　
　
　
・
件
数
　
１
件

　
　
　
　
・
金
額
　
84,288円

　
　
　
〇
賃
金
に
つ
い
て
，
支
給
金
額
が
誤
っ
て
い
た
も
の
。

　
　
 　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
更
に
適
切

な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
平
成
27年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

122,702,346円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

330,830,837円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

453,533,183円

　
　
　
・
平
成
26年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

125,106,153円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

396,167,165円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

521,273,318円

　
⑷
　
東
部
県
税
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所

　
　
 　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
更
に
適
切

な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
平
成
27年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

35,796,008円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

120,237,464円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

156,033,472円

　
　
　
・
平
成
26年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

42,707,069円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

144,382,907円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

187,089,976円

　
⑸
　
仙
台
保
健
福
祉
事
務
所

　
　
 　
生
活
保
護
扶
助
費
返
還
金
，
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
償
還
金
及
び
過
誤
払
返
納
金
に
お
い
て
，
収
入

未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
〇
生
活
保
護
扶
助
費
返
還
金

　
　
　
　
・
平
成
27年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

21,845,252円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

40,865,497円
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宮
城
県
監
査
委
員
　
　
成
　
　
田
　
　
由
 加
 里
　
　
　

　
　
　
　
・
件
数
　
　
　
１
件

　
　
　
　
・
正
支
給
額
 
75,759円

　
　
　
　

　
　
　
　
・
既
支
給
額
 
70,173円

　
　
　
　

　
　
　
　
・
追
給
額
 

5,586円
　
　
　
　

　
　
　
〇
報
償
費
に
つ
い
て
，
60日
以
上
の
支
払
遅
延
が
あ
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
５
件

　
　
　
　
・
金
額
　
58,000円

　
⑺
　
東
部
地
方
振
興
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所

　
　
 　
行
政
財
産
の
使
用
許
可
に
係
る
使
用
料
に
お
い
て
，
調
定
遅
延
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う

に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
 　
４
月
１
日
に
調
定
す
べ
き
電
柱
敷
地
等
使
用
料
に
つ
い
て
，
翌
年
度
の
４
月
１
日
に
調
定
し
た
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
１
件

　
　
　
　
・
金
額
　
6,000円

　
⑻
　
仙
台
塩
釜
港
湾
事
務
所

　
　
 　
行
政
財
産
の
使
用
許
可
に
係
る
使
用
料
及
び
雑
費
に
お
い
て
，
調
定
遅
延
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し

な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
〇
使
用
料
（
自
動
販
売
機
設
置
）
に
お
い
て
，
調
定
遅
延
が
あ
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
　
　
４
件

　
　
　
　
・
調
定
金
額
　
17,410円

　
　
　
〇
雑
費
（
光
熱
水
費
）
に
お
い
て
，
調
定
遅
延
が
あ
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
　
　
５
件

　
　
　
　
・
調
定
金
額
　
281,311円

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
6
号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号
）
第
199条

第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
実
施
し
た
「
高
額
物
品
の
管
理
及
び

活
用
に
つ
い
て
」
に
係
る
監
査
結
果
を
別
冊
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　
平
成
29年
２
月
24日

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
齋
　
　
藤
　
　
正
　
　
美
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
坂
　
　
下
　
　
　
　
　
賢
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
工
　
　
藤
　
　
鏡
　
　
子
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